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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能

が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使

用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放

射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子力施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が低下した場合」とは，本規程第 37条 3-1(a)及び(b)で定義する想定

事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をい

う。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界

を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として，可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を

配備すること。 

ｂ）代替注水設備は，設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し，

又は小規模な漏えいがあった場合でも，使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できる

ものであること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨

界を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として，可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ，スプレイライ

ン及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は，代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持でき

ない場合でも，燃料損傷を緩和できるものであること。 

ｃ）燃料損傷時に，できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備

を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として，使用済燃料貯蔵槽の監視は，以下によるこ

と。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位，水温及び上部の空間線量率について，燃料貯蔵設

備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能である
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こと。 

ｂ）これらの計測設備は，交流又は直流電源が必要な場合には，代替電源設備か

らの給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

3.11.1 適合方針 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの水の漏え

いその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合において燃料プール

内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。 

燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により燃料プールの水位が異

常に低下した場合において，燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，

及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

燃料プールの冷却等のための設備の系統概要図を第 3.11-1図から第 3.11-4図，

第 3.11-6図から第 3.11-10図に示す。また，燃料プールの監視等のための設備の

系統概要図を第 3.11-5図に示す。 

 

3.11.1.1 重大事故等対処設備 

燃料プールの冷却等のための設備のうち，燃料プールの冷却機能又は注水機能

が喪失し，又は燃料プールからの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料プ

ールの水位が低下した場合においても燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を

遮蔽し，及び臨界を防止できるよう燃料プールの水位を維持するための設備，並

びに燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により燃料プールの水位が

異常に低下した場合においても燃料プール内燃料体等の著しい損傷を緩和し，及

び臨界を防止するための設備として，燃料プールスプレイ系を設ける。 

燃料プールに接続する配管の破損等により，燃料プール戻り配管からサイフォ

ン現象による水の漏えいが発生した場合に，漏えいの継続を防止するため， 燃料

プール戻りラインの逆止弁にサイフォンブレイク配管を設ける。 

燃料プールの冷却等のための設備のうち，燃料プール内燃料体等の著しい損傷

に至った場合において大気への放射性物質の拡散を抑制するための設備として原

子炉建物放水設備を設ける。 

燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等時において，燃料プール

の状態を監視するための設備として，燃料プールの監視設備を設ける。 

(1) 燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時又は燃料プール水の小規

模な漏えい発生時に用いる設備 

ａ．燃料プール代替注水 

(a) 燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プー

ルへの注水 

残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プ

ールの冷却機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機

能が喪失し，又は燃料プールに接続する配管の破損等により燃料プール水
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の小規模な漏えいにより燃料プールの水位が低下した場合に，燃料プール

内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事

故等対処設備として，燃料プールスプレイ系を使用する。 

燃料プールスプレイ系は，大量送水車，常設スプレイヘッダ，配管・ホ

ース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の

水を燃料プールスプレイ系配管等を経由して常設スプレイヘッダから燃

料プールへ注水することで，燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止で

きる設計とする。 

常設スプレイヘッダを使用した燃料プールスプレイ系は，代替淡水源が

枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備であ

る大量送水車又は大型送水ポンプ車により海を利用できる設計とする。ま

た，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃

料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

・常設スプレイヘッダ 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プ

ールへの注水 

残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プ

ールの冷却機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機

能が喪失し，又は燃料プールに接続する配管の破損等により燃料プール水

の小規模な漏えいにより燃料プールの水位が低下した場合に，燃料プール

内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事

故等対処設備として，燃料プールスプレイ系を使用する。 

燃料プールスプレイ系は，大量送水車，可搬型スプレイノズル，ホース・

弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により代替淡水源の水をホー

スを経由して可搬型スプレイノズルから燃料プールへ注水することで，燃

料プールの水位を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止で
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きる設計とする。 

また，可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールスプレイ系は，代替

淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備である大量送水車又は大型送水ポンプ車により海を利用できる設計

とする。 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料

は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

・可搬型スプレイノズル 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，弁及びホースを重大事故等対処設備として使用す

る。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

(2) 燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる設備 

ａ．燃料プールスプレイ 

(a) 燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プー

ルへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プールの水位が異常

に低下した場合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃料損傷時には燃料プ

ール内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境へ

の放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として，燃料プ

ールスプレイ系を使用する。 

燃料プールスプレイ系は，大量送水車，常設スプレイヘッダ，配管・ホ

ース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の

水を燃料プールスプレイ系配管等を経由して常設スプレイヘッダから燃

料プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和するとと

もに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック形

状によって，臨界を防止することができる設計とする。 

常設スプレイヘッダを使用した燃料プールスプレイ系は，代替淡水源が

枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備であ

る大量送水車又は大型送水ポンプ車により海を利用できる設計とする。ま

た，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃
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料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

・常設スプレイヘッダ 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プ

ールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プールの水位が異常

に低下した場合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃料損傷時には燃料プ

ール内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境へ

の放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として，燃料プ

ールスプレイ系を使用する。 

燃料プールスプレイ系は，大量送水車，可搬型スプレイノズル，ホース・

弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源の水をホ

ース等を経由して可搬型スプレイノズルから燃料プール内燃料体等に直

接スプレイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物

質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック形

状によって，臨界を防止することができる設計とする。 

可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールスプレイ系は，代替淡水源

が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備で

ある大量送水車又は大型送水ポンプ車により海を利用できる設計とする。

また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。

燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用デ

ィーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

・可搬型スプレイノズル 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，弁及びホースを重大事故等対処設備として使用す
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る。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

ｂ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プールの水位の異常

な低下により，燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合におい

て，燃料損傷時にはできる限り環境への放射性物質の放出を低減するた

めの重大事故等対処設備として，原子炉建物放水設備を使用する。 

原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車，放水砲，ホースで構成し，

大型送水ポンプ車により海水をホースを経由して放水砲から原子炉建物

へ放水することで，環境への放射性物質の放出を可能な限り低減できる

設計とする。 

本系統の詳細については，「3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備」に記載する。 

 

(3) 重大事故等時の燃料プールの監視に用いる設備 

ａ．燃料プールの監視設備による燃料プールの状態監視 

燃料プールの監視設備として，燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水

位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む。）を使用する。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール

エリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，想定される重大

事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。 

また，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等時の

燃料プールの状態を監視できる設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から，燃料プール水位・

温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，所内常設蓄電式直流電源設

備，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設

計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 
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・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を

含む。） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

(4) 燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための設備 

ａ．燃料プール冷却系による燃料プールの除熱 

燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための重大事故

等対処設備として，燃料プール冷却系を使用する。 

燃料プール冷却系は，ポンプ，熱交換器，配管・弁類，計測制御装置等

で構成し，燃料プールの水をポンプにより熱交換器等を経由して循環させ

ることで，燃料プールを冷却できる設計とする。 

燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補機冷却系が機能

喪失した場合でも，常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系を用

いて，燃料プールを除熱できる設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交

換設備淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した移動式代替熱交換設備，大型送

水ポンプ車，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，移動式代替

熱交換設備を屋外の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポン

プ車により移動式代替熱交換設備に海水を送水することで，燃料プール冷

却系の熱交換器等で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送で

きる設計とする。また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水

ポンプ車を屋内の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，原子炉補機冷却

系に海水を送水することで，燃料プール冷却系の熱交換器等で発生した熱

を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用

軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・燃料プール冷却ポンプ 

・燃料プール冷却系熱交換器 

・移動式代替熱交換設備 

・大型送水ポンプ車 
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・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

燃料プール冷却系の流路として，配管，弁，スキマ・サージ・タンク及

びディフューザを重大事故等対処設備として使用する。 

原子炉補機代替冷却系の流路として，原子炉補機冷却系の配管，弁及び

サージタンク並びにホースを重大事故等対処設備として使用する。 

 

その他，設計基準対象施設である燃料プール並びに設計基準事故対処設

備である非常用取水設備の取水口，取水管及び取水槽を重大事故等対処設

備として使用する。 

燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様を第 3.11-1表に示す。 

燃料プールについては，「3.22 燃料貯蔵設備」に記載する。 

大型送水ポンプ車については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源

設備，可搬型直流電源設備及び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に

記載する。 

取水口，取水管及び取水槽については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 
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3.11.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動

することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系及び燃料プール冷

却系に対して多様性を有する設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プール

を水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系に対して異なる水源を有する設

計とする。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して

保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール冷却ポンプと

共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。大

量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，

位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，燃料プール水位，燃料プール冷却ポンプ入

口温度，燃料プール温度，燃料取替階エリア放射線モニタ及び燃料取替階放射線

モニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，燃料プール水位（ＳＡ）

及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は非常用交流電源設備に対して，多様性を

有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から，燃料プール水

位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設

備から給電が可能な設計とする。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去ポンプ及

び残留熱除去系熱交換器と異なる区画に設置することで，残留熱除去ポンプ及び

残留熱除去系熱交換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用交流電源設備からの

給電により駆動する原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計とし，大型

送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプに

より構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子

炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の原子炉補機冷

却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通
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要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接

続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設

計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」に記載する。 

 

3.11.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

燃料プールスプレイ系は，他の設備と独立して使用することにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，他の設備と電気的な分離を行うことで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，通常時は移動式代替熱

交換設備及び大型送水ポンプ車を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時

に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，原子炉補機冷却系と原子炉補機

代替冷却系を同時に使用しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，輪留

めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.11.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃

料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要

な注水流量を有するものとして，可搬型スプレイノズル又は常設スプレイヘッダ

を使用する場合は，大量送水車を１セット１台使用する。 

保有数は，大量送水車の場合に２セット２台に加えて，故障時及び保守点検に
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よる待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃

料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要なスプレイ

量を有するものとして，可搬型スプレイノズル又は常設スプレイヘッダを使用す

る場合は，大量送水車を１セット１台使用する。保有数は大量送水車の場合，２

セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台の合計３台を保管する。 

燃料プール水位（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変動する可能性

のある燃料プール上部から底部近傍までの範囲を測定できる設計とする。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変動する

可能性のある燃料プール上部から使用済燃料貯蔵ラック上端近傍までの範囲を測

定できる設計とする。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，想定される

重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において赤外線機

能により燃料プールの状況が把握できる設計とする。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施設と

兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ流量及び伝熱容量が，想定され

る重大事故等時において，燃料プール内に貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊

熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝熱容量に対して十分であるため，設

計基準対象施設と同仕様で設計する。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は，想定される重大事故等時において，燃料プール冷却系熱

交換器等で発生した熱を除去するために屋外の接続口を使用する場合は，必要な

伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代替熱交換設備１セット１式と大型送水

ポンプ車１セット１台を使用する。また，屋内の接続口を使用する場合は，大型

送水ポンプ車１セット１台を使用する。移動式代替熱交換設備の保有数は，２セ

ット２式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１式の合計３式を保管する。大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加

えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計

３台を保管する。 

また，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，想定される重大事故等

時において，燃料プール冷却系による燃料プールの除熱と残留熱除去系による発

電用原子炉若しくは原子炉格納容器内の除熱又は残留熱代替除去系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱を同時に使用するため，各系統の必要な除熱量を同時

に確保できる容量を有する設計とする。 
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3.11.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，屋外に保管及び設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系の可搬型スプレイノズルは，原子炉建物原子炉棟内に保

管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型スプレイノズルは，現場据付け後の操作は不要な設計とする。また，設

置場所への据付けが困難な作業環境に備え，常設のスプレイヘッダを設ける。常

設スプレイヘッダは，原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。常設スプレイヘッダを使用した代替注

水及びスプレイは，スロッシング又は燃料プールからの大量の水の漏えい等によ

り燃料プール付近の線量率が上昇した場合でも，被ばく低減の観点から原子炉建

物の外で操作可能な設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。 

なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影

響を考慮する。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，

原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内に

設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。燃料

プール監視カメラ用冷却設備の操作は，想定される重大事故等時において，原子

炉建物付属棟内で可能な設計とする。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，原子炉建物原子炉棟

内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

燃料プール冷却ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室で可能な設計とする。 

燃料プール冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及

び大型送水ポンプ車は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の常設設備との接続及び操作は，

想定される重大事故等時において設置場所で可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

3.11-13

16



 

 

大型送水ポンプ車の移動式代替熱交換設備との接続及び操作は，想定される重

大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。また，移動式代替熱交換設

備の海水通水側及び大型送水ポンプ車並びに屋内の接続口を使用する場合の原子

炉補機代替冷却系は，使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設計と

し，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

 

3.11.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プールスプレイ系は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り

替えることなく使用できる設計とする。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，付属の操作スイッチにより，設置場所

での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での手動操作が可

能な設計とする。 

大量送水車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設

計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，接続治具を用いて

ホースを確実に接続することができる設計とする。 

また，接続口の口径を統一する設計とする。燃料プールスプレイ系の可搬型ス

プレイノズルとホースの接続については，簡便な接続とし，結合金具を用いてホ

ースを確実に接続することができる設計とする。 

可搬型スプレイノズルは，現場据付け後の操作は不要な設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事故等時において他の系統

と切り替えることなく使用できる設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，

想定される重大事故等時において，操作を必要とすることなく中央制御室から監

視が可能な設計とする。また，燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される

重大事故等時においても，原子炉建物付属棟内で弁及び付属の操作スイッチによ

り，設置場所での操作が可能な設計とする。 

燃料プール冷却系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成か

ら弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

燃料プール冷却ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計

とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチによる操作又は設置場

所での手動操作が可能な設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等

時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられ
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る設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，付属

の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とする。原子炉補機代替

冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，中央制御室での操作スイッチによる操作

又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両として屋外のアクセスル

ートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車を接続する接続口については，フ

ランジ接続とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に接続するこ

とができる設計とする。また，接続口の口径を統一する設計とする。 

大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備との接続は，簡便な接続とし，接続

治具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

 

3.11.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に独

立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又

は取替えが可能な設計とする。また，大量送水車は，車両として運転状態の確認

及び外観の確認が可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系の可搬型スプレイノズル及び常設スプレイヘッダは，発

電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が

可能な設計とするとともに，外観の確認が可能な設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正

が可能な設計とする。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，発電用原子

炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校

正が可能な設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は，発電

用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

燃料プール冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏え

いの有無の確認並びに弁開閉操作の確認が可能な設計とする。また，燃料プール

冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。また，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備の移動式
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代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に

分解又は取替えが可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，

分解又は取替えが可能な設計とする。また，移動式代替熱交換設備及び大型送水

ポンプ車は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.11-1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

 

(1) 燃料プールスプレイ系 

ａ．大量送水車 

  兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧カバウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型式   ディフューザ形 

台数   ２（予備１） 

容量   168m3/h/台以上（吐出圧力 0.85MPa[gage]において） 

120m3/h/台以上（吐出圧力 1.4MPa[gage]において） 

吐出圧力 0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 

ｂ．可搬型スプレイノズル 

数量   ２（予備１） 

ｃ．常設スプレイヘッダ 

数量   １ 

 

(2) 原子炉建物放水設備 

ａ．大型送水ポンプ車 

第 3.12-1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

ｂ．放水砲 

第 3.12-1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

(3) 燃料プール監視設備 

ａ．燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   １（検出点７箇所） 

計測範囲 水位 －1,000～6,710mm※１  （EL34518～42228） 

温度 0～150℃ 

※１：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端。 

 

ｂ．燃料プール水位（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 
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・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   １ 

計測範囲 －4.30～7.30ｍ※２（EL31218～42818） 

※２：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端。 

ｃ．燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

高レンジ 

個数   １ 

計測範囲 101～108mSv/h 

低レンジ 

個数   １ 

計測範囲 10－3～104mSv/h 

ｄ．燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   １ 

 

(4) 燃料プール冷却系 

ａ．ポンプ 

  台数   １（予備１） 

容量   約 200m3/h/台 

全揚程  約 88m 

ｂ．熱交換器 

基数   １（予備１） 

伝熱容量 約 1.9MW（海水温度 30℃において） 

 

(5) 原子炉補機代替冷却系 

ａ．移動式代替熱交換設備 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様に

記載する。 

ｂ．大型送水ポンプ車 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様に

記載する。 
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第 3.11-4図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

         （原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡散

抑制） 
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第 3.11-6図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（燃料プ

ール冷却系 Ａ系）） 
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第 3.11-7図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（燃料プ

ール冷却系 Ｂ系）） 
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第 3.11-8図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（原子炉補

機代替冷却系 Ａ系）） 
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第 3.11-9図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

         （燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（原子炉補

機代替冷却系 Ｂ系）） 

 

 

第 3.11-10図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（原子炉補

機代替冷却系 屋内の接続口を使用）） 
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3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】 

【設置許可基準規則】 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射

性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５５条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対

応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水するこ

とが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、工場等内発電用

原子炉施設基数の半数以上を配備すること。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備すること。 
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3.12.1 適合方針 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷に至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制する

ために必要な重大事故等対処設備を保管する。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の系統概要図及び配置

図を第 3.12－1 図から第 3.12－3 図に示す。 

 

3.12.1.1 重大事故等対処設備 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備のうち，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至

った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備とし

て，原子炉建物放水設備及び海洋拡散抑制設備を設ける。 

また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応でき

る設備として，原子炉建物放水設備を設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等の

著しい損傷時に用いる設備 

a. 大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備とし

て，原子炉建物放水設備を使用する。 

原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車，放水砲，ホース等で構成

し，大型送水ポンプ車により海水をホースを経由して放水砲から原子炉

建物へ放水できる設計とする。大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場

所を任意に設定し，複数の方向から原子炉建物に向けて放水できる設計

とする。大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン

発電機用軽油タンク，ディーゼル燃料貯蔵タンク及びタンクローリによ

り補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

 

b. 海洋への放射性物質の拡散抑制 

(a) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑制 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備とし

て，海洋拡散抑制設備を使用する。 

海洋拡散抑制設備は，放射性物質吸着材，シルトフェンス等で構成す

る。放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流入した汚染水が通過する際
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に放射性物質を吸着できるよう，雨水排水路集水桝３箇所に設置できる

設計とする。 

シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に流出する２箇所（２号

炉放水接合槽及び輪谷湾）に設置することとし，輪谷湾は小型船舶によ

り設置できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・放射性物質吸着材 

・シルトフェンス 

・小型船舶 

 

(2) 原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時に用いる設備 

a. 航空機燃料火災への泡消火 

(a) 原子炉建物放水設備による航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応する

ための重大事故等対処設備として，原子炉建物放水設備を使用する。 

原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車，放水砲，泡消火薬剤容器，

ホース等で構成し，大型送水ポンプ車により海水を泡消火薬剤と混合し

ながらホースを経由して放水砲から原子炉建物周辺へ放水できる設計と

する。大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発

電機用軽油タンク，ディーゼル燃料貯蔵タンク及びタンクローリにより

補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 

・泡消火薬剤容器 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機器仕様を第

3.12－1 表に示す。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備」にて記載する。 
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3.12.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉建物放水設備又は海洋拡散抑制設備である大型送水ポンプ車，放水砲，

泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉

建物から離れた屋外に保管する。 

 

3.12.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉建物放水設備又は海洋拡散抑制設備である大型送水ポンプ車，放水砲，

泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，他の設

備から独立して保管及び使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。なお，放射性物質吸着材は，透過性を考慮した設計とすることで，雨

水排水路集水桝等からの溢水により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

また，仮に閉塞した場合においても，放射性物質吸着材の吊り上げ等によって

流路を確保することができる設計とする。 

放水砲は，放水砲の使用を想定する重大事故等時において必要となる屋外の

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，輪留めによる固定等をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

3.12.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，想定される重大

事故等時において，大気への放射性物質の拡散抑制又は航空機燃料火災への対

応に対して，移動等ができる設計とし，放水砲による直状放射により原子炉建

物の最高点である屋上に放水又は噴霧放射により広範囲に放水するために必要

な容量を有するものを１セット１台使用する。保有数は，１セット１台に加え

て，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計

２台を保管する。 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材は，想定される重大事故等時にお

いて，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，雨水排水路集水桝３箇所に

設置する。保有数は，各設置場所に対して１式を保管する。 

海洋拡散抑制設備であるシルトフェンスは，想定される重大事故等時におい

て，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，設置場所に応じた高さ及び幅

を有する設計とする。保有数は，各設置場所の幅に応じて必要な本数を２組に

加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として各設置

場所に対して２本を保管する。 
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海洋拡散抑制設備である小型船舶は，想定される重大事故等時において，設

置場所にシルトフェンスを設置するために対応できる容量として，１セット１

台使用する。保有数は，１セット１台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保管する。 

 

3.12.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建物放水設備又は海洋拡散抑制設備である大型送水ポンプ車，放水砲，

泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，屋外に

保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器の接続及び操作は，想定され

る重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

小型船舶の操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設

計とする。 

大型送水ポンプ車，放水砲及び放射性物質吸着材は，使用時に海水を通水す

るため，海水影響を考慮した設計とする。 

大型送水ポンプ車は，海水を直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設

計とする。 

シルトフェンスは海に設置し，小型船舶は海で使用するため，耐腐食性材料

を使用する設計とする。 

 

3.12.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建物放水設備又は海洋拡散抑制設備である大型送水ポンプ車，放水砲，

泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，想定さ

れる重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用できる設計と

する。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，車両として屋外のアクセスルートを通行し

てアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めにより固定等がで

きる設計とする。 

大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器の接続は，簡便な接続とし，

一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に接続することができる設計

とする。 

大型送水ポンプ車は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能

な設計とする。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に設定し，複数の方向から

放水できる設計とする。 

放射性物質吸着材は，車両により屋外のアクセスルートを通行してアクセス
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可能な設計とするとともに，容易に設置できる設計とする。 

シルトフェンスは，車両により屋外のアクセスルートを通行してアクセス可

能な設計とするとともに，小型船舶を用いて設置できる設計とする。 

小型船舶は，車両により屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設

計とするとともに，使用場所において，操作スイッチにより起動し，容易に操

縦できる設計とする。 

 

3.12.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とするとともに，外観の確認が可能な設計とする。 

また，大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，分解又は

取替えが可能な設計とする。 

原子炉建物放水設備である泡消火薬剤容器は，発電用原子炉の運転中又は停

止中に，内容量及び外観の確認が可能な設計とする。 

また，大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，車両とし

て運転状態の確認が可能な設計とする。 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材及びシルトフェンスは，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，外観の確認が可能な設計とする。 

小型船舶は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，動作及び外観の確認が可

能な設計とする。 
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第 3.12－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための 

設備の主要機器仕様 

(1) 原子炉建物放水設備

a. 大型送水ポンプ車

兼用する設備は以下のとおり。

・燃料プールの冷却等のための設備

台 数 １（予備１） 

容 量 1,800m3/h 

吐出圧力 1.4MPa[gage] 

b. 放水砲

兼用する設備は以下のとおり。

・燃料プールの冷却等のための設備

台 数 １（予備１） 

c. 泡消火薬剤容器

個 数 ５（予備１） 

容 量 1,000L／個 

(2) 海洋拡散抑制設備

a. 放射性物質吸着材

(a) 雨水排水路集水桝（No.３排水路）用

個 数 １式/箇所

(b) 雨水排水路集水桝（２号炉放水槽南）用

個 数  １式/箇所

(c) 雨水排水路集水桝（２号炉廃棄物処理建物南）用

個 数 １式/箇所

b. シルトフェンス

(a) ２号炉放水接合槽

組 数 ２※１ 

高 さ 10m 

幅  10m/組 

※１ シルトフェンス（幅 10m）を１本で１組として，２

組分２本と予備２本を含む。 

(b) 輪谷湾

組 数 ２※２ 

高 さ ７～20m 

幅 320m/組 

※２ シルトフェンス（幅 20m）を 16本で１組として，２

組分 32本と予備２本を含む。 
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c. 小型船舶 

台 数 １（予備１） 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が

喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用

済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射

線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子力施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が低下した場合」とは，本規程第 37条 3-1(a)及び(b)で定義する想定

事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をい

う。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界

を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として，可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を

配備すること。 

ｂ）代替注水設備は，設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し，

又は小規模な漏えいがあった場合でも，使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できる

ものであること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨

界を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として，可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ，スプレイライ

ン及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は，代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持でき

ない場合でも，燃料損傷を緩和できるものであること。 

ｃ）燃料損傷時に，できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備

を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として，使用済燃料貯蔵槽の監視は，以下によるこ

と。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位，水温及び上部の空間線量率について，燃料貯蔵設

備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能である

添3.11-1

42



こと。 

ｂ）これらの計測設備は，交流又は直流電源が必要な場合には，代替電源設備か

らの給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

3.11.1 設置許可基準規則第 54条への適合方針 

想定事故１及び想定事故２において想定する燃料プールの水位の低下があった

場合において，燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防

止するため，以下の設備を設ける（以下「第 54条第１項対応」という）。 

燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位

が異常に低下した場合において，燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し，及び臨界を防止するため，以下の設備を設ける（以下「第 54条第２項対応」

という）。ただし，臨界の防止については，以下の設備により設計基準対象施設で

ある使用済燃料貯蔵ラックの形状を保持することで未臨界性を維持する。 

（54-13） 

(1) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の設置（設置許可基準規則

解釈の第１項～第３項） 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54条第１項対応の

場合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の水をホース及び可搬型スプレイノズルを経由して燃料プールへ注水す

ることで燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54条第２項対応の

場合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））から水を，ホース及び可搬型スプレイノズルを経由して使用済燃料に直

接スプレイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，スプレイ水の放射性物

質叩き落としの効果により，環境への放射性物質放出を可能な限り低減可能な

設計とする。 

(2) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の設置（設置許可基準規則解

釈の第１項～第３項） 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，第 54 条第１項対応の場

合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の水をホース及び常設スプレイヘッダを経由して燃料プールへ注水すること

で燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，第 54 条第２項対応の場

合，大量送水車により代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の水を，燃料プールスプレイ系配管及び常設スプレイヘッダを経由して使用済

燃料に直接スプレイすることで，燃料プール近傍へアクセスすることなく屋外

からの現場操作により，燃料損傷を緩和するとともに，スプレイ水の放射性物

質叩き落としの効果により，環境への放射性物質放出を可能な限り低減可能な
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設計とする。 

 

(3) 大型送水ポンプ車及び関連設備（大気への拡散抑制）（設置許可基準規則解

釈の第３項 c）） 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等の

著しい損傷に至った場合において大気への放射性物質の拡散を抑制可能な設

計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 

なお，本設備の詳細については「3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備（設置許可基準規則第 55条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 

 

(4) 燃料プールの監視設備の設置（設置許可基準規則解釈の第４項） 

燃料プールの水位，水温及びプール上部の空間線量率について，燃料プール

に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり監視するため，燃

料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プールエリア

放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）を設置する。 

また，燃料プールの状態を監視するため，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）を

設置する。 

上記の計測設備は，代替電源設備からの給電が可能であり，中央制御室で監

視可能な設計とする。 

 

なお，燃料プール戻り配管からサイフォン現象によるプール水の漏えいが発生

した場合に備え，燃料プール戻りラインの逆止弁にサイフォンブレイク配管を設

け，サイフォンブレイク配管の開放端まで水位が低下した時点で，受動的にサイ

フォン現象の継続を停止させる設計とする。 

（54-12） 

 

また，燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補機冷却系が機能

喪失した場合でも，常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系により燃料

プール冷却系を用いて，燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器に

より，燃料プール内燃料体等から発生する崩壊熱を除熱できる設計とする。 

 

なお，第 54条第１項対応において，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射

線を遮蔽し，及び臨界を防止するための自主対策設備として以下を整備する。 
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(5) 消火系による燃料プール注水の整備 

消火系による燃料プールへの注水は，消火ポンプ又は補助消火ポンプを用い，

全交流電源が喪失した場合でも，常設代替交流電源設備からの給電により，中

央制御室から遠隔で操作し，消火ポンプを使用する場合はろ過水タンクを水源

として，補助消火ポンプを使用する場合は補助消火水槽を水源として，消火系

配管及び復水輸送系配管を経由して燃料プールへ注水する。 

 

なお，第 54条第２項対応において，燃料プール内の燃料体等の損傷を緩和し，

臨界を防止するための自主対策設備として以下を整備する。 

 

(6) ステンレス鋼板等による漏えい緩和の整備 

燃料プールの水位が著しく低下した場合に，ステンレス鋼板を用いて燃料プ

ール水の漏洩を緩和すると共に燃料プールの水位低下を緩和する。ステンレス

鋼板は，寸法 500 ㎜×500 ㎜，厚さ 6 ㎜，重量約 12kgの仕様のものを燃料プ

ールの設置される原子炉建物原子炉棟４階※に保管する。（※保管場所は運用を

考慮し今後変更となる場合がある。） 

ただし，この手段では漏えいを緩和できない場合があること，重いステンレ

ス鋼板を使用するため作業効率が悪いことから，今後得られた知見を参考に，

より効果的な漏えい緩和策を取り入れていく。 

以上の重大事故等対処設備により，燃料プールの冷却機能が喪失した場合に

おいても，燃料プールを冷却することができる。 

 

(7) 燃料プールスプレイ系の海水の利用 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）及び燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）の水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２））の淡水が枯渇した場合において，防波壁の内側に設置して

いる取水槽より，大量送水車を用いて大量送水車に海水を直接送水できる設計

とする。なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2 重大事故等対処設備 

3.11.2.1 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル） 

3.11.2.1.1 設備概要 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，設計基準対象施設である

残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プールの冷

却機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は

燃料プールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な漏えいにより

燃料プールの水位が低下した場合に，燃料プール内燃料体等を冷却し，臨界の防

止及び放射線の遮蔽を目的として使用する。 

また，大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が異常に低

下した場合において，燃料プール内燃料体等の著しい損傷を緩和，及び臨界の防

止を目的として使用する。なお，燃料損傷時には燃料プール内燃料体等の上部全

面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減する。 

本系統は，大量送水車，計測制御装置，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）），流路であるホース，可搬型スプレイノズル，注入

先である燃料プール，及び燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク，タンクローリ等から構成される。 

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.11-1に，本系統全体の概要図を図

3.11-1に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54条第１項対応の場合，

大量送水車により水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の水をホース及び可搬型スプレイノズルを経由して燃料プールへ注水するこ

とで燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，第 54条第２項対応の場合，

水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水を大量

送水車によりホース及び可搬型スプレイノズルを経由して使用済燃料に直接スプ

レイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，スプレイ水の放射性物質叩き落

としの効果により，環境への放射性物質放出を可能な限り低減可能な設計とする。 

本系統の操作に当たっては，ホース及び可搬型スプレイノズルの敷設により系

統構成を行った後，屋外で大量送水車付属の操作スイッチにより大量送水車を起

動し運転を行う。 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は燃料補

給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクロ

ーリにより補給できる設計とする。
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表 3.11-1 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に関する重大事

故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備  
大量送水車【可搬型】 

可搬型スプレイノズル【可搬型】 

付属設備  可搬型ストレーナ【可搬型】 

水源※1 
輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 ホース・弁【可搬型】 

注水先 燃料プール（サイフォン防止機能を含む）【常設】 

電源設備（燃料補

給設備を含む）  

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※2 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を含む） 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた燃料プール内燃料体等の著しい損傷を緩和，臨界防止

及び放射線の遮蔽対策を成功させるために把握することが必要な原子炉

施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大量送水車 

種類     ：ディフューザ形 

容量     ：168m3/h/台以上 

吐出圧力   ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

台数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第２，第３及び第４保管エリア 

原動機出力  ：230kW 

 

(2) 可搬型スプレイノズル 

最高使用温度 ：40℃ 

数量     ：２（予備１） 

設置場所   ：原子炉建物原子炉棟４階 

保管場所   ：原子炉建物原子炉棟１階及び原子炉建物原子炉棟２階 

 

なお，水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

  

添3.11-9

50



 

 

3.11.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，屋外

の第２，第３及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時に輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）付近の屋外に設置する設備であることから，

想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-2に示す設

計とする。 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定される重大事故

等時において設置場所から可能な設計とする。風（台風）による荷重につ

いては，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒する

結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適

切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取

られた大量送水車を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍

結対策とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノズ

ルは原子炉建物原子炉棟内に設置する設備であることから，想定される重

大事故等時における原子炉建物原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考

慮し，その機能が有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-3に

示す設計とする。 

（54-3，54-4） 
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表 3.11-2 想定する環境条件及び荷重条件 

（大量送水車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線  

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対

策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通水しな

い）。なお，燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先し，海水

通水時間を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認し，輪留め等を用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを評価に

より確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 

 

表 3.11-3 想定する環境条件及び荷重条件 

    （可搬型スプレイノズル） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件

下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通水しな

い）。なお，燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先し，海水

通水は短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は

受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を運転する場合は，大

量送水車の移動，ホース及び可搬型スプレイノズルの敷設により系統構成

を行った後，屋外で大量送水車の操作スイッチにより大量送水車を起動し，

燃料プールへの注水を行う。 

以上のことから，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の操

作に必要な機器を表 3.11-4に示す。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車について

は，大量送水車付属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計と

する。 

大量送水車付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス

性及び操作性を考慮して十分な操作空間を確保することで基準に適合さ

せる。また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能

とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

大量送水車は，屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計と

するとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

屋外流路上の操作対象弁は，ハンドルによる手動操作が可能な設計とす

る。 

ホース及び可搬型スプレイノズルの接続作業に当たっては，特殊な工具，

及び技量は必要とせず，簡便な結合金具による接続方式により，確実に接

続することができる設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 

表 3.11-4 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動・停止 屋外設置位置 スイッチ操作 

ホース及び可搬型スプレイノズル ホース接続 屋外及び原子炉建物内 人力接続 

可搬型バルブ 弁閉→弁開 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，表

3.11-5に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能確認，

分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

大量送水車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替え，車

両としての運転状態の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

し，大量送水車，仮設流量計，ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）へ送水する試験を行うテストラインを設けることで，

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の機能・性能（吐出圧力，

流量）及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）のホース及び可搬型ス

プレイノズルは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査により機

能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食等がないことの確認が可

能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノズ

ルは，発電用原子炉の運転中又は停止中に通気により，詰まり等がないこ

との確認が可能な設計とする。 

（54-5） 
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表 3.11-5 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 

機能・性能試験 

大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）の確認，

漏えいの確認 

可搬型スプレイノズルへの通気による機能・性能の

確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 
大量送水車を分解し，部品の表面状態を，試験及び

目視により確認又は必要に応じて取替え 

外観検査 ホース及び可搬型スプレイノズル外観の確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の確認 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，想定される重大事

故等時において，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

重大事故等への対処以外に通常時に使用する設備でないことから，図

3.11-2で示すタイムチャートのとおり系統の切替えは発生しない。 

（54-4） 
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図 3.11-2 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の 

タイムチャート 

 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況についての 1.11で示すタイムチャート 

  

手順の項目

電源確認，燃料プール監視カメラ状態確認

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認

送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）

送水準備（ヘッダ～原子炉棟南側扉）※３

移動，扉開放※３

送水準備（屋内ホース敷設，スプレイヘッダ準備）※３

緊急時対策所～第３保管エリア移動※２

車両健全性確認

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，注水及びスプレイ開始

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，20分以内で可能である。

※３　原子炉棟西側扉を使用した場合は，同様の時間と想定する。

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

要員(数)

緊急時対策要員 ６

中央制御室運転員Ａ １

150 160 170130120 140

燃料プールスプレイ系による
可搬型スプレイノズルを使用した
燃料プールへの注水及びスプレイ

緊急時対策要員 ６

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した ２時間50分

燃料プールへの注水及びスプレイ
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，通常

時，接続先の系統と分離された状態で保管することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない運用とする。また，輪留めによる固定等をすることで他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である可搬型スプレイ

ノズルは，通常時，他設備と独立した状態で設置又は保管し，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

（54-3，54-4，54-5） 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の系統構成において操

作が必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.11-6に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車の起動及

び屋外の操作対象弁の開操作は，線源からの離隔により，放射線量が高く

なるおそれの少ない場所である屋外で実施可能な設計とする。なお，可搬

型スプレイノズルの設置場所への据え付けが困難な環境時に備え，常設ス

プレイヘッダを設ける。 
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燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノズ

ルは現場へ据え付け後，現場での操作が不要な設計とする。 

（54-3，54-7） 

 

表 3.11-6 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）操作対象機器 

設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 屋外設置位置 屋外設置位置 

ホース及び可搬型スプレイノズル 屋外及び原子炉建物内 屋外及び原子炉建物内 

可搬型バルブ 屋外設置位置 屋外設置位置 
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3.11.2.1.4 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，第 54

条第１項及び第２項対応の場合に，必要な注水量又はスプレイ量を有する

設計とする。 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失する事

故シーケンスのうち，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失すること

により，燃料プール内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事

故及びサイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失が発生

し，燃料プールの水位が低下する事故において，有効性が確認されている

約 48m3/hで注水可能な設計とする。燃料プールに注水する場合の大量送水

車の揚程は，燃料プールに注水する場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２））と注水先（燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧

損，配管，ホース及び弁類圧損を考慮し，大量送水車で注水流量約 48m3/h

達成可能な設計とする。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料プール内燃料体

等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な注水流量

を有するものとして，可搬型スプレイノズルを使用する場合は，大量送水

車を１セット１台使用する。保有数は，２セット２台に加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を

分散して保管する。 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因

により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において，有効

性が確認されている約 48m3/hでスプレイ可能な設計とする。 

燃料プールにスプレイする場合の大量送水車の揚程は，燃料プールにス

プレイする場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））と

スプレイ先（燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及びホース

圧損を考慮し，スプレイ量約 48m3/h達成可能な設計とする。 

また，可搬型スプレイノズルは１台で燃料プール内燃料体にスプレイ可

能な設計とする。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料プール内燃料体
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等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要なスプレイ量を有する

ものとして，可搬型スプレイノズルを使用する場合は，大量送水車を１セ

ット１台使用する。保有数は大量送水車２セット２台に加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を

分散して保管する。 

（54-6） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，常設設備と接続し

ない設計とする。 

（54-7） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

物の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，常設設備と接続し

ない設計とする。 

（54-7） 
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(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である大量送水車は，

想定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業

への影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔

距離をとること，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，こ

れら設備の設置が可能である。また，現場での接続作業に当たっては，簡

便な結合金具による接続方式により，確実に速やかに接続が可能である。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である可搬型スプレイ

ノズルは，現場での据え付け後は，現場での操作が不要な設計とする。 

また，可搬型スプレイノズルの設置場所への据え付けが困難な環境時に

備え，常設スプレイヘッダを設ける。 

（54-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管

場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，地震，

津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置そ

の他の条件を考慮し，燃料プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと位置的

分散を図り，大量送水車は，発電所敷地内の津波の影響を受けない場所（第
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２，第３及び第４保管エリア）へ複数箇所に分散して保管する。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）である可搬型スプレイ

ノズルは，常設スプレイヘッダと原子炉建物原子炉棟内の異なる場所に保

管する。 

（54-8） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第３項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，通常

時は津波の影響を受けない場所の第２，第３及び第４保管エリアに分散し

て保管しており，想定される重大事故等が発生した場合においても，可搬

型重大事故等対処設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂

回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（『可搬型重

大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノズ

ルは，通常時は原子炉建物原子炉棟内に保管しており，その機能に期待で

きる環境時において，保管場所から接続場所までの運搬経路について，設

備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数

のアクセスルートを確保する設計とする。（『可搬型重大事故等対処設備保

管場所及びアクセスルートについて』参照） 

また，可搬型スプレイノズルの保管場所，接続場所へのアクセスが困難

な環境時に備え，常設スプレイヘッダを設ける。 

（54-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適
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切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系の大量送水車は，共通要因によって，設計基準事

故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又

は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，燃料

プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと表 3.11-7で示すとおり位置的分

散を図るとともに，可能な限りの多様性を備えた設計とする。 

（54-3，54-4，54-7，54-8） 
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設
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事
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等
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プ
ー
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冷
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熱
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系
 

（
燃
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プ
ー
ル
冷
却
）
 

燃
料
プ
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ル
ス
プ
レ
イ
系
 

注
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端
 

燃
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搬
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ス
プ
レ
イ
ノ
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ル
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レ
イ
ヘ
ッ
ダ
 

駆
動
用
空
気
 

不
要
 

不
要
 

潤
滑
油
 

油
浴
方
式
 

水
潤
滑
 

不
要
 

ポ
ン
プ
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
ポ
ン
プ
 

残
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熱
除
去
ポ
ン
プ
 

大
量
送
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車
 

原
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子
炉
棟
中
２
階

 
原
子
炉
建
物
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子
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棟
地
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階
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外
 

冷
却
水
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炉
補
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冷
却
系
及
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原
子
炉
補
機
海
水

系
 

原
子

炉
補
機

冷
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系
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び
原
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補
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海

水
系
 

不
要
 

水
源
 

燃
料
プ
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ル
 

代
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水
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水
槽
（
西
１
）
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２
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原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
４
階
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外
 

駆
動
電
源
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
（
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常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
）
 

不
要
 

原
子
炉
建
物
付
属
棟
地
下
２
階

 
不
要
 

添3.11-23

64



 

 

3.11.2.2 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ） 

3.11.2.2.1 設備概要 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，設計基準対象施設である残

留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃

料プールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な漏えいにより燃

料プールの水位が低下した場合に，燃料プール内燃料体等を冷却し，臨界の防止

及び放射線の遮蔽を目的として使用する。 

また，大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が異常に低

下した場合において，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷を緩和，及び臨界の

防止を目的として使用する。なお，燃料損傷時には燃料プール内燃料体等の上部

全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減する。 

本系統は，大量送水車，計測制御装置，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）），流路である燃料プールスプレイ系配管，常設スプ

レイヘッダ，注入先である燃料プール，及び燃料補給設備であるガスタービン発

電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ等から構成される。 

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.11-8に，本系統全体の概要図を図

3.11-3及び図 3.11-4に示す。 

本系統は，第 54 条第１項対応（燃料プールへ注水する）の場合，大量送水車に

より，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から

ホース，及び燃料プールスプレイ系配管，常設スプレイヘッダを経由して燃料プ

ールへ注水可能な設計とする。 

また，本系統は第 54条第２項対応の場合，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水を，大量送水車により燃料プールスプレイ

系配管及び常設スプレイヘッダを経由して燃料プールへスプレイ可能な設計とす

る。 

本系統の操作に当たっては，現場屋外での弁の操作，ホースの敷設により系統

構成を行った後，屋外で大量送水車付属の操作スイッチにより大量送水車を起動

し運転を行う。 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は燃料補

給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクロ

ーリにより補給できる設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続することができなくなることを

防止するため，原子炉建物の異なる面（原子炉建物西側及び南側）隣接しない位

置に設置することで位置的分散を図る設計とする。 
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表 3.11-8 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
大量送水車【可搬型】 

常設スプレイヘッダ【常設】 

付属設備 可搬型ストレーナ【可搬型】 

水源※1 
輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 
ホース・接続口【可搬型】 

燃料プールスプレイ系配管・弁【常設】 

注水先 燃料プール（サイフォン防止機能を含む）【常設】 

電源設備（燃料補

給設備を含む）  

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※2 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を含む） 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた燃料プール内燃料体等の著しい損傷を緩和，臨界防止及

び放射線の遮蔽対策を成功させるために把握することが必要な原子炉施設

の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大量送水車 

種類     ：ディフューザ形 

容量     ：168m3/h/台以上 

吐出圧力   ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

台数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第２，第３及び第４保管エリア 

原動機出力  ：230kW 

 

(2) 常設スプレイヘッダ 

最高使用温度 ：66℃ 

数量     ：１ 

取付箇所   ：原子炉建物原子炉棟４階 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.11.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，屋外の

第２，第３及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時に輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）付近の屋外に設置する設備であることから，

想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-9に示す設

計とする。 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定される重大事故

等時において設置場所から可能な設計とする。風（台風）による荷重につ

いては，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒する

結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適

切に除雪する運用とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水対策が取

られた大量送水車を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍

結対策とする。 

（54-3，54-4） 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは

原子炉建物原子炉棟内に設置している設備であることから想定される重

大事故等時における原子炉建物原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能

が有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-10に示す設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 
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表 3.11-9 想定する環境条件及び荷重条件 

（大量送水車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線  

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対

策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通水しな

い）。なお，燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先し，海水

通水時間を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認し，輪留め等を用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを評価に

より確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 

 

 

表 3.11-10 想定する環境条件及び荷重条件 

   （常設スプレイヘッダ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件

下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通水しな

い）。なお，燃料プールへの注水は，可能な限り淡水源を優先し，海水

通水は短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は

受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を運転する場合は，大量

送水車の移動及びホース敷設により系統構成を行った後，屋外で大量送水

車付属の操作スイッチにより大量送水車を起動し，ＳＦＰＳ Ａ－注水ラ

イン流量調整弁又はＳＦＰＳ Ｂ－注水ライン流量調整弁の開操作を実施

し燃料プールへの注水を行う。 

以上のことから，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の操作

に必要な機器を表 3.11-11に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車については，

大量送水車付属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計とす

る。 

大量送水車付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス

性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保することで基準に適合させる。

また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，

運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

大量送水車は，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可

能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計

とする。 

操作対象弁については，接続口が設置されている屋外の場所から手動操

作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，

簡便な接続金具による接続方式により，確実に接続が可能な設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 

表 3.11-11 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動・停止 屋外設置位置 スイッチ操作 

ＳＦＰＳ Ａ－注水ライン流量

調整弁 

弁閉→弁開 屋外接続口位置（原

子炉建物南側）  

手動操作 

ＳＦＰＳ Ｂ－注水ライン流量

調整弁 

弁閉→弁開 屋外接続口位置（原

子炉建物西側）  

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，表

3.11-12に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能確

認，弁動作試験，分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替え，車両としての運転状態確認

が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転又は停止中に，輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大量送水車，仮設流量計，

ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ送水す

る試験を行うテストラインを設けることで，燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）の機能・性能（吐出圧力，流量）及び漏えいの有無の確

認が可能な系統設計とする。なお，接続口から常設スプレイヘッダまでの

ラインについては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中及び停止

中に接続口の弁開閉試験を実施することで機能・性能が確認可能な設計と

する。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）のホース及び常設スプレ

イヘッダは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査により機能・性

能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，腐食等がないことの確認が可能な設

計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは，

発電用原子炉の運転中又は停止中に通気により，つまり等がないことの確

認が可能な設計とする。 

（54-5） 
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表 3.11-12 燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダ）の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 

機能・性能試験 

大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）の確認，

漏えいの確認 

常設スプレイヘッダへの通気による機能・性能の

確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 
大量送水車を分解し，部品の表面状態を，試験及

び目視により確認又は必要に応じて取替え 

外観検査 ホース及び常設スプレイヘッダ外観の確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の確認 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(1) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，想定される重大事故

等時において，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

重大事故等への対処以外に通常時に使用する設備でないことから図

3.11-5で示すタイムチャートのとおり系統の切り替えは発生しない。 

（54-4） 
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図 3.11-5 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の 

タイムチャート※ 

 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての 1．11 で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，通常時，

接続先の系統と分離された状態で保管することで，他の設備に悪影響を及

ぼさない運用とする。また，輪留めによる固定等をすることで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは，

通常時，他設備と独立した状態で設置又は保管し，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

（54-3，54-4，54-5） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

手順の項目

電源確認，燃料プール監視カメラ状態確認

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認

送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）

送水準備（ヘッダ～建物接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動※２

車両健全性確認

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，注水及びスプレイ開始

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，20分以内で可能である。

備考10 20 30 40 50 60 70 140

要員(数)

緊急時対策要員 ６

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

80 90 100 110 120 130

中央制御室運転員Ａ １

燃料プールスプレイ系による
常設スプレイヘッダを使用した
燃料プールへの注水及びスプレイ

緊急時対策要員 ６

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した ２時間10分

燃料プールへの注水及びスプレイ
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操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の系統構成において操作

が必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.11-13に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車の起動及び

接続口との接続作業，並びに屋外の操作対象弁の開操作は，線源からの離

隔により，放射線量が高くなるおそれの少ない場所である屋外で実施可能

な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは

現場での操作が不要な設計とする。          （54-3，54-7） 

 

表 3.11-13 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車  屋外設置位置 屋外設置位置 

ＳＦＰＳ Ａ－注水ライン流量調整弁 
屋外接続口位置（原子

炉建物南側） 

屋外接続口位置（原子

炉建物南側） 

ＳＦＰＳ Ｂ－注水ライン流量調整弁 
屋外接続口位置（原子

炉建物西側） 

屋外接続口位置（原子

炉建物西側） 

ホース 屋外 屋外 
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3.11.2.2.4 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは，

流路として，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車

が，第 54条第１項及び第２項対応の場合に，必要な注水流量又はスプレ

イ量を発揮する為に必要な容量を有する設計としている。これらの詳細に

ついては，3.11.2.2.5項に記載のとおりである。 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは，

二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 
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燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイヘッダは，

共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至

るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，燃料プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと

表 3.11-14 で示すとおり位置的分散を図るとともに，可能な限りの多様性

を備えた設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 
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設
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大
事
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等
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設
備
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プ
ー
ル
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系
 

（
燃
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ル
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）
 

燃
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レ
イ
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ル
デ
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フ
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搬
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駆
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潤
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プ
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去
ポ
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プ
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原
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炉
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炉
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中
２
階

 
原
子
炉
建
物
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炉
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下
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却
水
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冷
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原
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補
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海
水

系
 

原
子
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補
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燃
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西
１
）
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要
 

原
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２
階

 
不
要
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3.11.2.2.5 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，第 54

条第１項及び第２項対応の場合に，必要な注水流量又はスプレイ量を有す

る設計とする。 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失する事

故シーケンスのうち，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失すること

により，燃料プール内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事

故及びサイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失が発生

し，燃料プールの水位が低下する事故において，有効性が確認されている

約 48m3/hで注水可能な設計とする。 

燃料プールに注水する場合の大量送水車の揚程は，燃料プールに注水す

る場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））と注水先（燃

料プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及び弁類圧損を考

慮し，大量送水車で注水流量約 48m3/h確保可能な設計とする。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料プール内燃料体

等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な注水流量

を有するものとして，常設スプレイヘッダを使用する場合は，大量送水車

を１セット１台使用する。保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を分

散して保管する。 

大量送水車は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因

により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において，有効

性が確認されている 120m3/h でスプレイ可能な設計とする。 

燃料プールにスプレイする場合の大量送水車の揚程は，燃料プールにス

プレイする場合の水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））と

スプレイ先（燃料プール）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及

び弁類圧損を考慮し，大量送水車でスプレイ量 120m3/h 達成可能な設計と

する。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料プール内燃料体

等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要なスプレイ流量を有す
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るものとして，常設スプレイヘッダを使用する場合は，大量送水車を１セ

ット１台使用する。保有数は１セット１台に加えて，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を分散して保

管する。 

（54-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車の接続箇所

は，簡便な接続方式である結合金具による接続にすることに加え，接続口

の口径を 150A に統一することで確実に接続ができる設計とする。 

（54-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車の接続箇所

は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の

影響により接続できなくなることを防止するため，接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設ける設計とする。 

添3.11-40

81



 

 

接続口から常設スプレイヘッダまで鋼製配管でつながる「燃料プールス

プレイ系（常設スプレイヘッダ使用）接続口」を原子炉建物南側に１箇所，

原子炉建物西側に１箇所設置し，合計２箇所設置することで共通要因によ

って接続できなくなることを防止する設計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の接続が困難な場合に備

え，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を設ける。 

（54-7） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）である大量送水車は，想

定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業へ

の影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距

離をとること，線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，これ

ら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。また，現場での接続作

業に当たっては，簡便な結合金具による接続方式により，確実に速やかに

接続が可能である。 

（54-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管

場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）である大量送水車は，地
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震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置

その他の条件を考慮し，燃料プール冷却系ポンプ，残留熱除去ポンプと位

置的分散を図り，第２，第３及び第４保管エリアの複数箇所に分散して保

管する。 

（54-8） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第３項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，通常時

は津波の影響を受けない場所（第２，第３及び第４保管エリア）に分散し

て保管しており，想定される重大事故等が発生した場合においても，可搬

型重大事故等対処設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂

回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。（『可搬型重

大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（54-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の大量送水車は，共通要
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因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそ

れがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，燃料プール冷却ポンプ，残留熱除去ポンプと表

3.11-14で示すとおり位置的分散を図るとともに，可能な限りの多様性を

備えた設計とする。 

注水端を常設スプレイヘッダとすることで，設計基準対象施設である燃

料プールディフューザ及び重大事故等対処設備の可搬型スプレイノズル

に対し多様性及び可能な限り位置的分散を図った設計とする。 

（54-3，54-4，54-7，54-8） 

  

添3.11-43

84



 

 

3.11.2.3 燃料プール冷却系 

3.11.2.3.1 設備概要 

燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補機冷却系が機能喪失し

た場合でも，常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系を用いて，燃料プ

ール内燃料体等から発生する崩壊熱を除熱することを目的として使用する。 

燃料プール冷却系は，燃料プール冷却ポンプ，燃料プール冷却系熱交換器，電

源設備（常設代替交流電源設備），計測制御装置及び，流路である燃料プール冷却

系の配管及び弁から構成される。 

本系統は燃料プールの水を燃料プール冷却ポンプにより燃料プール冷却系熱交

換器等を経由して循環させることで，燃料プールを冷却できる設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備

淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，

電源設備（常設代替交流電源設備，代替所内電気設備），計測制御装置，流路であ

る原子炉補機冷却系の配管及び弁，ホース，取水口，取水管，取水槽，及び燃料

補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクロー

リ等から構成される。 

移動式代替熱交換設備は，海水を冷却源としたプレート式熱交換器と移動式代

替熱交換設備淡水ポンプで構成され，移動可能とするために熱交換器及び移動式

代替熱交換設備淡水ポンプは車両に搭載する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，海を水源とし，移送式代替熱交換設備の熱交換器に送水

することで，熱交換後の海水を海へ排水する。また，移動式代替熱交換設備の海

水側配管及び大型送水ポンプ車の異物混入による機能低下を防ぐために，ストレ

ーナを設置する。 

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車を含む海水側配管は，ホースを接続

することで流路を構成できる設計とする。また，移動式代替熱交換設備の淡水側

配管については，ホースを移動式代替熱交換設備と原子炉建物の接続口に接続す

ることで流路を構成できる設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の全体構成としては，移動式代替熱交換設備の移動式代

替熱交換設備淡水ポンプにより，大型送水ポンプ車を用いて除熱された系統水を

屋外の接続口を介して原子炉補機冷却系に送水し，燃料プール冷却系熱交換器で

熱交換を行う系統設計とする。熱交換後の系統水は，原子炉補機冷却系から屋外

の接続口及びホースを介し，移動式代替熱交換設備に戻る構成とし，熱交換器で

除熱された系統水は再び原子炉補機冷却系を通じて燃料プール冷却系熱交換器に

送水される。原子炉補機代替冷却系は，上記の循環冷却ラインを形成することで，

系統水を除熱する。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備

の淡水側において，燃料プール冷却系熱交換器で熱交換を行った系統水を移動式
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代替熱交換設備により冷却及び送水し，再び燃料プール冷却系熱交換器で熱交換

を行う循環冷却ラインを形成し，移動式代替熱交換設備の海水側において，大型

送水ポンプ車により海水を取水し，移動式代替熱交換設備に送水することで淡水

側との熱交換を行い，熱交換後の系統水を海へ排水する。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポンプ車により屋内の

接続口を介して海水を原子炉補機冷却系に送水し，燃料プール冷却系熱交換器で

熱交換を行う系統設計とする。熱交換後の海水は，原子炉補機冷却系から屋外の

接続口を介し，海へ排水する。 

大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料は

燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタ

ンクローリにより補給できる設計とする。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，移動式代替熱交換設備

に搭載された移動式代替熱交換設備淡水ポンプの操作スイッチ及び大型送水ポン

プ車の車両に搭載された操作スイッチにより，現場での手動操作によって運転を

行うものである。 

燃料プール冷却系の系統概要図を図 3.11-6及び図 3.11-7に，原子炉補機代替

冷却系の系統概要図を図 3.11-8から図 3.11-10に，本系統に属する重大事故等対

処設備一覧を表 3.11-15に示す。 

（54-14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11-6 燃料プール冷却系 系統概要図（Ａ系） 
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MO AO 

MO 

残留熱除去系より 

MO 
復水輸送系

より 
 

残留熱除去系へ 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設置方針

を示す章）」で示す。 

・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設置方針

を示す章）」で示す。 

重大事故等対処設備 
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図 3.11-7 燃料プール冷却系 系統概要図（Ｂ系）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ-燃料プール 

冷却系熱交換器 

Ａ-燃料プール

冷却ポンプ 

Ｂ-燃料プール

冷却ポンプ 

 

燃料プール 
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冷却系熱交換器 
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MO 
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復水輸送系

より 
 

残留熱除去系へ 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設置方針

を示す章）」で示す。 

・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設置方針

を示す章）」で示す。 

重大事故等対処設備 
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表 3.11-15 燃料プール冷却系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

燃料プール冷却ポンプ【常設】 

燃料プール冷却系熱交換器【常設】 

移動式代替熱交換設備【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

付属設備 移動式代替熱交換設備ストレーナ【可搬型】 

水源※1 

非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水管【常設】 

取水槽【常設】 

流路 

原子炉補機代替冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系 サージタンク【常設】

燃料プール冷却系 配管・弁【常設】 

燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タンク【常設】

燃料プール冷却系 ディフューザ【常設】 

ホース・接続口【可搬型】

注水先 燃料プール【常設】 

電源設備※2 

（燃料補給設備

を含む。）  

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】

非常用高圧母線Ｃ系【常設】

非常用高圧母線Ｄ系【常設】

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備※3 
燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料 54-2 に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた燃料プール内燃料体等の著しい損傷を緩和，臨界防止及

び放射線の遮蔽対策を成功させるために把握することが必要な原子炉施設
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の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 燃料プール冷却ポンプ

種類 ：ターボ形 

容量 ：約 200m3/h/台 

全揚程 ：約 88m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：66℃ 

個数 ：１（予備１） 

取付箇所 ：原子炉建物原子炉棟中２階 

原動機出力  ：110kW 

(2) 燃料プール冷却系 熱交換器

個数 ：１（予備１） 

伝熱容量 ：約 1.9MW/基（海水温度 30℃において） 

(3) 移動式代替熱交換設備

個数 ：２式（予備１） 

最高使用圧力 ：淡水側 1.37MPa[gage]/海水側 1.00MPa[gage] 

最高使用温度 ：淡水側 70℃/海水側 65℃ 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：第１，第３及び第４保管エリア 

熱交換器 

伝熱容量 ：約 23MW/式（海水温度 30℃において） 

伝熱面積 ：約  m2/式 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

種類 ：うず巻形 

容量 ：300m3/h/台 

揚程 ：75m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：70℃ 

原動機出力  ：110kW 

個数 ：２ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(4) 大型送水ポンプ車 

種類     ：うず巻形 

容量     ：1,800m3/h/台 

吐出圧力   ：1.2MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

個数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第１，第３及び第４保管エリア 

原動機出力  ：1,193 kW 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則

第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，原子炉建物原

子炉棟内に設置される設備であることから，想定される重大事故等時にお

ける，原子炉建物原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能

を有効に発揮することができるよう，表 3.11-16に示す設計とする。 

燃料プール冷却ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中

央制御室の操作スイッチから遠隔操作可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，屋外の第１，第３及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時に移動

式代替熱交換設備は原子炉建物の接続口付近の屋外に設置し，大型送水ポ

ンプ車は取水槽付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重

大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能が

有効に発揮することができるよう，以下の表 3.11-17の設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の操作は，移動式代替熱交

換設備及び大型送水ポンプ車の付属の操作スイッチにより，想定される重

大事故等時において，設置場所から操作可能な設計とする。風（台風）に

よる荷重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価に

より転倒する結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響に

ついては，適切に除雪する運用とする。また，降水及び凍結により機能を

損なわないよう防水対策を行うとともに，凍結対策を行う。さらに，使用

時に海水を通水する移動式代替熱交換設備内の一部及び大型送水ポンプ

車並びに屋内の接続口を使用する場合の原子炉補機代替冷却系は，海水の

影響を考慮した設計とし，ストレーナにより異物の流入を防止する設計と

する。 

（54-3，54-4，54-7，54-8） 
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表 3.11-16 想定する環境条件及び荷重条件 

（燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件

下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は

受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 

 

 

表 3.11-17 想定する環境条件及び荷重条件 

（移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対

策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

使用時に海水を通水する機器については海水の影響を考慮した設計と

する。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認し，輪留め等を用いた転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを評価に

より確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール冷却ポンプの起動は，中央制御室の操作スイッチにより操作

が可能な設計とする。また，系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作ス

イッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。中央制

御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘板をつ

けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

が可能な設計とする。 

燃料プール冷却ポンプの操作は，中央制御室の操作スイッチにより遠隔

操作可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，原子炉建物外部に設置している接続口まで屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所である原子炉建物脇

及び取水槽脇にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。ホースの接続

作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は必要とせず，簡便な結合金具

による接続方式及びフランジ接続方式並びに一般的な工具を使用するこ

とにより，確実に接続が可能な設計とする。 

また，付属の操作スイッチにより設置場所である原子炉建物脇において

移動式代替熱交換設備及び取水槽脇において大型送水ポンプ車の操作を

行う。付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘

板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実

に操作できる設計とする。 

その他操作が必要な電動弁であるＦＰＣフィルタ入口弁，ＦＰＣフィル

タバイパス弁，Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁，Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁については，

中央制御室の操作スイッチによる操作が可能な設計とする。中央制御室の

操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮し

て十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘板をつけるこ

とで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能

な設計とする。 

表 3.11-18 に操作対象機器の操作場所を示す。 （54-3，54-4，54-7）  
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表 3.11-18 操作対象機器設置場所 

機器名称 状態変化 操作場所 操作方法 

Ａ－燃料プール冷却ポンプ 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－燃料プール冷却ポンプ 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

ＦＰＣフィルタ入口弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＦＰＣフィルタバイパス弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

移動式代替熱交換設備 起動停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 起動停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作 

大型送水ポンプ車 起動停止 取水槽近傍 スイッチ操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配管止め弁 弁閉→弁開 
原子炉建物付属棟

１階 
手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配管止め弁 弁閉→弁開 
原子炉建物付属棟

１階 
手動操作 

熱交換器ユニット流量調整弁 弁閉→弁開 
移動式代替熱交換

設備内 
手動操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 弁閉→弁調整開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入口弁 弁開→弁閉 
原子炉建物付属棟

地下２階 
手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止め弁 弁閉→弁開 屋外 手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管止め弁 弁閉→弁開 
原子炉建物付属棟

１階 
手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 弁開→弁調整閉 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入口弁 弁開→弁閉 
原子炉建物付属棟

地下２階 
スイッチ操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール冷却系は，表 3.11-19に示すように発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能試験，弁動作試験，分解検査，外観検査が可能な設

計とする。 

燃料プール冷却ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中にケーシン

グカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確

認する分解検査が可能な設計とする。 

燃料プール冷却系熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中の試

験・検査として，鏡板を取り外すことで内部構成部品の状態を試験及び目

視により確認する分解検査が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，燃料プールを水源とし，燃

料プール冷却ポンプを起動させ，ＦＰＣフィルタ入口弁，ＦＰＣフィルタ

バイパス弁，Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁又はＢ－ＦＰＣ熱交入口弁を操作する

ことで，燃料プール冷却系ろ過脱塩器をバイパスした状態で，重大事故等

対処設備として燃料プール冷却系の機能・性能及び漏えいの有無の確認が

可能な設計とする。 

（54-5） 

表 3.11-19 燃料プール冷却系の試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認，弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ及び熱交換器内部構成部品の表面状態を，試験及び

目視により確認 

外観検査 ポンプ及び熱交換器外観の確認 

 

原子炉補機代替冷却系は，表 3.11-20に示すように発電用原子炉の停止

中に，各機器の機能・性能検査，弁動作試験，分解検査及び外観検査が可

能であり，発電用原子炉の運転中には弁動作試験が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中に車両としての運転状態の確認が可

能な設計とする。 

発電用原子炉の停止中の試験・検査として，移動式代替熱交換設備のう

ち，熱交換器はフレームを取り外すことでプレート式熱交換器の状態を試

験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。移動

式代替熱交換設備淡水ポンプは，ケーシングカバーを取り外して，ポンプ

部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視により確認する分解

検査又は取替えが可能な設計とする。大型送水ポンプ車は，ケーシングを
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取り外すことでポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目

視により確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

運転性能の確認として，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の

流量，系統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認を行うこ

とが可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中の試験・検査として，系統を構成する弁は，単体

で機能性能試験が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，

腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（54-5） 

表 3.11-20 原子炉補機代替冷却系の試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 弁開閉動作の確認 

車両検査  車両としての運転状態の確認 

分解検査 
熱交換器及びポンプ部品の表面状態を，試験及び目視によ

り確認又は取替え 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 
熱交換器及びポンプ部品の表面状態を，試験及び目視によ

り確認又は取替え 

外観検査 熱交換器，ポンプ及びホース外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，本来の用途以

外の用途として重大事故等に対処するために使用しない。 

ただし，想定される重大事故等時においては，燃料プール冷却系ろ過脱

塩器に通水しないことから，中央制御室のスイッチ操作により，ＦＰＣフ

ィルタ入口弁，Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁又はＡ－ＦＰＣ熱交入口弁を閉操作
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し，ＦＰＣフィルタバイパス弁，Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁又はＢ－ＦＰＣ熱

交入口弁を開操作することで，速やかに燃料プール冷却系ろ過脱塩器のバ

イパスラインに切り替えられる設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，原子炉補機冷却系から

原子炉補機代替冷却系に切り替えるために必要な操作弁については，移動

式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続ラインのＡＨＥＦ供給配

管止め弁及びＡＨＥＦ戻り配管止め弁，並びに熱交換器ユニット流量調整

弁を開操作し，ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水

出口切替弁を閉操作することで速やかに切り替えられる設計とする。なお，

ＡＨＥＦ供給配管止め弁，ＡＨＥＦ戻り配管止め弁，熱交換器ユニット流

量調整弁については，現場での手動操作が可能な設計とし，容易に操作可

能とする。ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水出口

切替弁については中央制御室での操作スイッチによる操作と共に，現場で

の手動操作も可能な設計とし，容易に操作可能とする。 

これにより図 3.11-11で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替え

が可能である。 

（54-4） 
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図 3.11-11 燃料プール冷却系のタイムチャート※ 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に

係る審査基準」への適合状況についての 1.11で示すタイムチャー

ト（原子炉補機代替冷却系については代替循環冷却系使用時におけ

る原子炉補機冷却系による補機冷却水供給と同様の手順となるこ

とから 1.5 で示すタイムチャートを示す） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

手順の項目

電源確認

系統構成，ポンプ起動

※１　燃料プール冷却系Ａ系による燃料プール除熱を示す。また，燃料プール冷却系Ｂ系による燃料プール除熱については，除熱開始まで10分以内で可能である。

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系
による燃料プール除熱

中央制御室運転員Ａ １

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱 10分※１

手順の項目

電源確認

冷却水確保

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）※１

移動，系統構成（非管理区域）

移動，系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

緊急時対策所～第４保管エリア移動※２

車両健全性確認

補機冷却水の供給，流量調整

移動

 移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

※１：非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合は，中央制御室運転員Ａにて５分以内に可能である。

※２：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

中央制御室運転員Ａ 1

送水準備（ホース敷設）

　緊急時対策要員6名で対応する。

　緊急時対策要員6名で対応する。大型送水ポンプ車配置，取水準備

移動式代替熱交設備配置，準備

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

原子炉補機代替冷却系による除熱
（原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接

続口を使用した補機冷却水確保の場合）

緊急時対策要員

5 6 7 8

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

3

12

要員(数)

備考1 2 3 4

原子炉補機代替冷却系による除熱 ７時間20分

手順の項目

電源確認

　冷却水確保

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）※１

移動，系統構成（非管理区域）

移動，系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認

　大型送水ポンプ車配置，取水準備

　送水準備（屋外ホース敷設）

　送水準備（屋内ホース敷設）

　補機冷却水の供給，流量調整

※１：非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合は，中央制御室運転員Ａにて５分以内に可能である。

※２：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

備考1 2 3 4 5 6 7 8

要員(数)

原子炉補機代替冷却系による除熱
（原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確
保の場合（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合））

中央制御室運転員Ａ 1

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

緊急時対策要員 6

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

原子炉補機代替冷却系による除熱

（原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合））

７時間
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使

用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車は，

通常時はＡＨＥＦ供給配管止め弁及びＡＨＥＦ戻り配管止め弁を表

3.11-21で示すとおり閉運用しておくことで，接続先の系統と分離した状

態で保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

原子炉補機代替冷却系を用いる場合は，弁操作によって，通常時の系統

構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，系統運転時には原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）と原子炉補機代

替冷却系を同時に使用しない運用とすることで，相互の機能に悪影響を及

ぼさない構成とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

なお，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，想定される重大

事故等時において，燃料プール冷却系による燃料プールの除熱と残留熱除

去系による発電用原子炉若しくは原子炉格納容器内の除熱又は残留熱代

替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を同時に使用するため，

各系統の必要な除熱量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

（54-3，54-4，54-5） 

表 3.11-21 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉補機冷却系 

（区分Ⅰ，Ⅱ） 

ＡＨＥＦ供給配管止め弁 手動 通常時閉 

ＡＨＥＦ戻り配管止め弁 手動 通常時閉 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール冷却系及び原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な機器

の設置場所を表 3.11-22 に示す。これらは全て炉心損傷前の操作となり，

想定される事故時における放射線量は高くなるおそれが少ないため操作

が可能である。なお，屋外にホースを設置する場合は，放射線量を確認し

て，適切な放射線対策に基づき作業安全を確保した上で作業を実施する。 

また，燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，原子炉

建物原子炉棟内に設置されている設備であるが，中央制御室から操作可能

な設計とすることにより，放射線による影響はない。 

（54-3，54-7） 
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表 3.11-22 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－燃料プール冷却ポンプ 原子炉建物原子炉棟中２

階 

中央制御室 

Ｂ－燃料プール冷却ポンプ 原子炉建物原子炉棟中２

階 

中央制御室 

ＦＰＣフィルタ入口弁 原子炉建物原子炉棟中２

階 

中央制御室 

Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁 原子炉建物原子炉棟３階 中央制御室 

Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁 原子炉建物原子炉棟３階 中央制御室 

ＦＰＣフィルタバイパス弁 原子炉建物原子炉棟３階 中央制御室 

移動式代替熱交換設備 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

大型送水ポンプ車 取水槽近傍 取水槽近傍 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配管止め弁 原子炉建物付属棟１階 原子炉建物付属棟１

階 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配管止め弁 原子炉建物付属棟１階 原子炉建物付属棟１

階 

熱交換器ユニット流量調整弁 熱交換器ユニット内 熱交換器ユニット内 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁 原子炉建物付属棟地下１

階 

中央制御室 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁 原子炉建物付属棟２階 中央制御室 

Ａ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物原子炉棟２階 中央制御室 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入口弁 原子炉建物付属棟地下２

階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止め弁 屋外 屋外 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管止め弁 原子炉建物付属棟１階 原子炉建物付属棟１

階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁 原子炉建物付属棟地下１

階 

中央制御室 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁 原子炉建物付属棟２階 中央制御室 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物原子炉棟２階 中央制御室 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入口弁 原子炉建物付属棟地下２

階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

ホース ホース接続 屋外 
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3.11.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象

施設と兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ流量及び伝熱容量

が，想定される重大事故等時において，燃料プール内に貯蔵する使用済燃

料から発生する崩壊熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝熱容量

に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

燃料プール内に貯蔵する使用済燃料が有する崩壊熱量は，保管期間が最

も短いもので原子炉からの取り出し後 50日が経過した燃料が存在する場

合の崩壊熱量である約 2.2MWとし，燃料プール冷却ポンプは１台で運転し，

熱交換器１基に原子炉補機代替冷却系の冷却水を通水することで除熱を

行う設計とする。 

燃料プール冷却系熱交換器の容量は，重大事故等対処設備として使用す

る場合における熱交換量が燃料プール水温 62.5℃の場合において約 2.7MW

であるが，重大事故等対処設備として想定する条件での必要伝熱面積に対

して，設計基準対象施設として想定する条件での必要伝熱面積が大きいこ

とから，設計基準対象施設としての海水温度 30℃，燃料プール水温 52℃

の場合の熱交換量約 1.9MWとする。 

（54-6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 
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燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，二以上の発電

用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準事故

対処設備である残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器に対して多

重性又は多様性，位置的分散を図る設計としている。 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器の多様性又は，多

重性，位置的分散について，表 3.11-23に示す。 

 

 

表 3.11-23 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

ポンプ 
Ａ，Ｂ－残留熱除去ポンプ Ａ，Ｂ－燃料プール冷却ポンプ 

原子炉建物原子炉棟地下２階 原子炉建物原子炉棟中２階 

熱交換器 
Ａ，Ｂ－残留熱除去系熱交換器 Ａ，Ｂ－燃料プール冷却系熱交換器 

原子炉建物原子炉棟１階 原子炉建物原子炉棟３階 

駆動電源 
非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機）  

常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機） 

 

 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却

系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷却系の

海水系に対して独立性を有するとともに，移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車から原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，

原子炉補機冷却系に対して独立性を有する設計とする。 

（54-2，54-3，54-4） 
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3.11.2.3.3.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交

換設備及び大型送水ポンプ車は，燃料プールの冷却機能が喪失した場合に

あって，燃料プール冷却ポンプが起動可能な状況において，燃料プール冷

却系熱交換器の冷却水として，燃料プール冷却系熱交換器等で発生した熱

を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代替熱

交換設備１セット１式と大型送水ポンプ車１セット１台を使用する。 

移動式代替熱交換設備の容量は熱交換容量約 23MWとして，大型送水ポ

ンプ車の容量は 1,800m3/hとして設計し，有効性評価「崩壊熱除去機能喪

失（取水機能が喪失した場合）」のシナリオにおいて原子炉補機代替冷却

系を用いて残留熱除去系によるサプレッション・プール水冷却モード運転

を行った場合，有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合」のシナリオにおいて

残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び格納容器スプレイ

の同時運転を行った場合，又は有効性評価「高圧溶融物放出/格納容器雰

囲気直接加熱」のシナリオにおいて残留熱代替除去系による格納容器スプ

レイの運転を行った場合に，同時に原子炉補機代替冷却系を用いて燃料プ

ール冷却系による燃料プールの冷却を行った場合の冷却効果を確保可能

な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の保有数は，２セット２式に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１式の合計３

式を保管する。大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計

３台を保管する。 

（54-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用
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原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備を接続するためのホー

スは，屋外の接続口と口径を統一し，かつフランジ構造とすることで，常

設設備と確実に接続ができる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車を接続するためのホー

スは，移動式代替熱交換設備の接続口及び屋内の接続口と口径を統一しか

つ簡便な接続方式である結合金具による接続とすることで，確実に接続が

できる設計とする。 

（54-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

の接続箇所である接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人

為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなることを防止するため，

接続口をそれぞれ互いに異なる位置的分散された複数の場所に設ける設

計とする。具体的には原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）Ａ系に接続する接

続口と，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）Ｂ系に接続する接続口をそれぞ

れ設けることとし，原子炉建物南側屋外に１箇所，原子炉建物西側屋外に

１箇所，原子炉建物内に 1箇所，合計３箇所設置することで共通要因によ

って接続できなくなることを防止する設計とする。 

（54-7） 
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(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処

設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，炉心損傷後の格納容器ベントを実施していない状況で屋外使用する設

備であり，想定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮し

ても作業への影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源か

らの離隔距離をとることにより，これら設備の設置及び常設設備との接続

が可能な設計とする。また，現場での接続作業に当たって，簡便な結合金

具による接続方式及びフランジ接続方式により，確実に速やかに接続が可

能な設計とする。 

（54-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管

場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備

の配置その他の条件を考慮し，原子炉補機冷却水ポンプ及び格納容器フィ

ルタベント系と位置的分散を図り，発電所敷地内の津波の影響を受けない

場所にある第１，第３及び第４保管エリアの複数箇所に分散して保管する。 

（54-8） 
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(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第３項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，通常時は津波の影響を受けない場所にある第１，第３及び第４保管エ

リアに分散して保管しており，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても，保管場所から接続場所までの運搬経路について，設備の運搬及び

移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスル

ートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて』参照） 

（54-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準

規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適

切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車

は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系と表

3.11-24で示すとおり多様性，位置的分散を図る設計とする。 

（54-2，54-3，54-4，54-7，54-8）  
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表 3.11-24 多様性又は独立性，位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ） 原子炉補機代替冷却系 

ポンプ 

（淡水） 

原子炉補機冷却水ポンプ 
移動式代替熱交換設備 

（移動式代替熱交換設備淡水ポンプ） 

原子炉建物付属棟１階 第１，第３及び第４保管エリア 

ポンプ 

（海水） 

原子炉補機海水ポンプ 大型送水ポンプ車 

屋外 屋外 

熱交換器 
原子炉補機冷却系熱交換器 移動式代替熱交換設備（熱交換器） 

原子炉建物付属棟１階 第１，第３及び第４保管エリア 

最終ヒート

シンク 
海水 海水 

駆動電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

不要 

（大型送水ポンプ

車） 

常設代替交流電源

設備（ガスタービ

ン発電機） 

 （移動式代替熱

交換設備（移動式

代替熱交換設備淡

水ポンプ）） 

原子炉建物付属棟地下２階 第１，第３及び第４保管エリア 
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3.11.2.4 燃料プールの監視設備 

3.11.2.4.1 設備概要 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，

想定される重大事故等時により変動する可能性のある範囲にわたり監視すること

を目的として設置する。また，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重

大事故等時の燃料プールの状態を監視するために設置する。なお，代替電源設備

から給電が可能であり，中央制御室で監視可能な設計とする。 

燃料プール監視設備に関する重大事故等対処設備一覧を表 3.11-25に，系統概

要図を図 3.11-12に示す。 

 

表 3.11-25 燃料プール監視設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を含む） 

付属設備 ― 

水源 ― 

流路 ― 

注水先 ― 

 

 

 

 

 

 

 

電源設備※1 

（燃料補給設備

を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

所内常設蓄電式直流電源設備 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 
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設備区分 設備名 

 

 

 

 

 

 

 

電源設備※1 

（燃料補給設備

を含む） 

 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

充電器電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

非常用高圧母線Ｄ系【常設】 

上記所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備への給電のた

めの設備として以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

※１：単線結線図を補足説明資料 54-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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図 3.11-12 燃料プール監視設備の系統概要図 
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3.11.2.4.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を表 3.11-26に示す。 

 

表3.11-26 主要設備の仕様 

名称 種類 計測範囲 個数 取付個所 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 熱電対 

－1,000～6,710mm※1 

（EL34518～42228） 
１ 

（検出点７

箇所） 

原子炉建物 

原子炉棟 

４階 0～150℃ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

ガイド 

パルス式 

水位検出器 

－4.30～7.30ｍ※1 

（EL31218～42818） 
１ 

原子炉建物 

原子炉棟 

４階 

燃料プールエリア放射線モニタ

（高レンジ）（ＳＡ） 
電離箱 101～108mSv/h １ 

原子炉建物

原子炉棟 

４階 

燃料プールエリア放射線モニタ

（低レンジ）（ＳＡ） 
電離箱 10-3～104mSv/h １ 

原子炉建物

原子炉棟 

４階 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

(燃料プール監視カメラ用冷却設

備を含む) 

赤外線 

カメラ 
－ １ 

原子炉建物

原子炉棟 

４階※2 

※１：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端 

※２：燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内に取付け 
 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.11.2.4.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.4.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）は，原子炉建物原子炉棟内に設置している設備であることか

ら，想定される重大事故等時における原子炉建物原子炉棟内の環境条件を

考慮し，その機能を有効に発揮できるよう，表 3.11-27に示す設計とする。 
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燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内に設置してい

る設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉建物付属

棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮できるよう，表 3.11-27

に示す設計とする。 

（54-3） 

 

表 3.11-27 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

原子炉建物原子炉棟内又は原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認す

る（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建物原子炉棟内又は原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等が発生した場合において中央制御

室にて監視できる設計であり現場・中央制御室における操作は発生しない。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事故等時において

も，原子炉建物内で冷却設備の弁及び付属の操作スイッチにより，設置場

所での操作が可能な設計とする。冷却設備の操作器，表示器及び銘板は， 
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操作者の操作及び監視性を考慮しており，確実に操作できる設計とする。

操作対象機器を表 3.11-28に示す。 

（54-3，54-9） 

 

表 3.11-28 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 停止→起動 
原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟内） 
スイッチ操作 

燃料プール監視カメラ用冷却空気

出口弁 
全閉→全開 

原子炉建物３階 

（原子炉建物付属棟内） 
手動操作 

 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）及び燃料プール水位（ＳＡ）は，発電用

原子炉の運転中又は停止中（計器を除外可能な期間）に模擬入力による機

能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，発

電用原子炉の運転中又は停止中（計器を除外可能な期間）に模擬入力によ

る機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

なお，放射線モニタは，線源校正を実施し基準線量当量率に対する検出

器の特性の確認を行う。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中（計

器を除外可能な期間）に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，発電用原子炉の運転中又は停止中

（計器を除外可能な期間）に機能・性能の確認が可能な設計とする。なお，

これらの計器の点検については，燃料プール監視設備が少なくとも１つ以

上機能維持した状態で行う。 

表 3.11-29に燃料プール監視設備の試験及び検査を示す。 

（54-5） 

 

  

添3.11-77

118



 

 

表 3.11-29 燃料プール監視設備の試験及び検査 

計器名称 発電用原子炉の状態 項目 内容 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 運転中又は停止中 機能・性能検査 

絶縁抵抗測定 

温度１点確認 

計器校正 

燃料プール水位（ＳＡ） 運転中又は停止中 機能・性能検査 計器校正 

燃料プールエリア放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 
運転中又は停止中 機能・性能検査 

線源校正 

計器校正 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 運転中又は停止中 機能・性能検査 
外観点検 

表示確認 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 運転中又は停止中 機能・性能検査 
外観点検 

動作確認 

 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において他の系統と切り替える

ことなく使用できる設計とする。 

なお，燃料プール監視カメラ用冷却設備の弁及び付属の操作スイッチに

よる起動操作は，速やかに実施可能な設計とする。燃料プール監視カメラ

用冷却設備の弁及び付属の操作スイッチによる起動操作に要する時間を，

図 3.11-13 に示す。 

（54-4，54-9） 
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図 3.11-13 燃料プール監視カメラ用冷却設備のタイムチャート※ 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況について（個別手順）の 1.11 で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は，他の設備と遮断器又は

ヒューズによる電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の

操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カ

メラ（ＳＡ）は，想定される重大事故時において中央制御室にて監視でき

る設計であり現場における操作は発生しない。 
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燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟３階に設置され

ており，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能で

ある。 

操作対象機器の設置場所を，表 3.11-30に示す。 

（54-3） 

 

表 3.11-30 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 
原子炉建物３ 階 

（原子炉建物付属棟） 

原子炉建物３ 階 

（原子炉建物付属棟） 

燃料プール監視カメラ用冷却空気 

出口弁 

原子炉建物３ 階 

（原子炉建物付属棟） 

原子炉建物３ 階 

（原子炉建物付属棟） 
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3.11.2.4.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変

動する可能性のある燃料プール上部から使用済燃料貯蔵ラック上端近傍

までの範囲を測定できる設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変動する

可能性のある燃料プール上部から底部近傍までの範囲を測定できる設計

とする。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，想

定される重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる

設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含

む）は，想定される重大事故等時において赤外線機能により燃料プールの

状況が把握できる設計とする。 

（54-6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電

用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は，二以上の発電用原子炉

施設において共用しない設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）は，設計基準対処設備

である燃料プール水位，燃料プール冷却ポンプ入口温度，燃料プール温度，

燃料取替階エリア放射線モニタ及び燃料取替階放射線モニタと共通要因

によって同時に機能が損なわれないよう，可能な限り位置的分散を図る設

計とすることで，共通要因によって同時に機能を損なわれない設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，同一目的の燃料プール監視設備であ

る燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プールエ

リア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）と多様性を考慮した設

計とする。 

なお，燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プール水位（ＳＡ），燃料プ

ールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール

監視カメラ（ＳＡ）の電源については，非常用交流電源設備（非常用ディ

ーゼル発電機）に対して多様性を有する代替電源設備から給電が可能な設

計とする。 

（54-2，54-3，54-11） 
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3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】 

【設置許可基準規則】 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射

性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５５条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対

応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水するこ

とが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し，工場等内発電用

原子炉施設基数の半数以上を配備すること。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備すること。 
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3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

3.12.1 設置許可基準規則第 55条への適合方針 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷に至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するため，以下の設備を保管する。 

また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応で

きる以下の設備を保管する。 

 

(1) 原子炉建物放水設備（大気への放射性物質の拡散抑制）（設置許可基準規

則解釈の第 1 項 a),c),d)） 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷に至った場合において，大気への放射性物質の拡散を抑制する

ため原子炉建物へ放水できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 

 

なお，原子炉建物放水設備（大気への放射性物質の拡散抑制）は，車両設

計等による可搬設備にすることで，設置場所を任意に設定し，複数の方向か

ら原子炉建物に向けて放水できる設計とする。また，原子炉建物放水設備（大

気への放射性物質の拡散抑制）は１セット以上確保する。 

 

(2) 海洋拡散抑制設備（海洋への放射性物質の拡散抑制）（設置許可基準規則

解釈の第 1項 e）） 

大気への放射性物質の拡散を抑制するため放水砲による放水を実施した場

合において，放水によって取り込まれた放射性物質の海洋への拡散を抑制で

きる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・放射性物質吸着材 

・シルトフェンス 

・小型船舶 

 

(3) 原子炉建物放水設備（航空機燃料火災への泡消火）（設置許可基準規則解

釈の第１項 b),c),d)) 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応できる設

計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 
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・泡消火薬剤容器 

 

なお，原子炉建物放水設備（航空機燃料火災への泡消火）は，車両設計等

による可搬設備にすることで，設置場所を任意に設定し，複数の方向から原

子炉建物に向けて放水できる設計とする。また，原子炉建物放水設備（航空

機燃料火災への泡消火）は，１セット以上確保する。 

 

なお，大気への放射性物質の拡散を抑制するための自主対策設備として，

以下を整備する。 

 

(4) 原子炉建物放水設備を使用する際の監視設備 

大気への放射性物質の拡散を抑制するため，原子炉建物放水設備により原

子炉建物に向けて放水する際に，原子炉建物から漏えいする放射性物質又は

放射性物質とともに放出される水蒸気等の熱源を監視するため，以下の設備

を保管する。 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

また，航空機燃料火災へ対応するための自主対策設備として，以下を整備

する。 

 

(5) 航空機燃料火災に対する初期消火設備 （初期対応における延焼防止処置） 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場合，

初期対応における延焼防止処置をするため，以下の設備を保管する。 

・化学消防自動車 

・小型動力ポンプ付水槽車 

・小型放水砲 

・泡消火薬剤容器  
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3.12.2 重大事故等対処設備 

3.12.2.1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射

性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災

への泡消火） 

3.12.2.1.1 設備概要 

3.12.2.1.1.1 原子炉建物放水設備（大気への放射性物質の拡散抑制） 

原子炉建物放水設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所外への

放射性物質の拡散を抑制（大気への放射性物質の拡散抑制）することを目的

として使用する。 

ホースにより海を水源とする大型送水ポンプ車と放水砲を接続することに

より，原子炉建物に向けて放水する。また，大型送水ポンプ車及び放水砲は，

設置場所を任意に設定し，複数の方向から放水できる設計とする。本系統は，

現場においてホース等を敷設した後，大型送水ポンプ車の付属の操作スイッ

チにより，設置場所で操作を行うものである。なお，大型送水ポンプ車の燃

料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，ディーゼル燃

料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に

対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.12.2.1.1.2 海洋拡散抑制設備（海洋への放射性物質の拡散抑制） 

海洋拡散抑制設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所外への放

射性物質の拡散を抑制（海洋への放射性物質の拡散抑制）することを目的と

して使用する。放射性物質吸着材は，放水した汚染水が通過する際に放射性

物質を吸着できるよう，雨水排水路集水桝３箇所に設置する。 

その後，シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に流出する２箇所（２

号炉放水接合槽及び輪谷湾）に設置する。輪谷湾には，小型船舶を用いて設

置する。 

 

3.12.2.1.1.3 原子炉建物放水設備（航空機燃料火災への泡消火） 

原子炉建物放水設備は，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災に対して泡消火をする目的として使用する。 

ホースにより海を水源とする大型送水ポンプ車と放水砲を接続し，泡消火

薬剤と混合しながら原子炉建物周辺へ放水する。本系統は，現場においてホ

ース等を敷設した後，大型送水ポンプ車の付属の操作スイッチにより，設置

場所で操作を行うものである。 

なお，泡消火薬剤は，海水と混合して用いることから，海水を混合した場

合において，機能を発揮する泡消火薬剤を用いる。大型送水ポンプ車の燃料
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は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，ディーゼル燃料

貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

上記設備の系統概要を図 3.12-1～3に，重大事故等対処設備一覧を表

3.12-1に示す。 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表 3.12-1 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する 

重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 大型送水ポンプ車【可搬】 

放水砲【可搬】 

放射性物質吸着材【可搬】 

シルトフェンス【可搬】 

泡消火薬剤容器【可搬】 

小型船舶【可搬】 

附属設備 － 

水源 

（水源に関する流路，電源

設備を含む） 

海 

流路 ホース【可搬】 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を含む） 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ディーゼル燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備 － 

※１：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.12.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 大型送水ポンプ車

種類 ：うず巻形 

容量 ：1,800m3/h/台 

吐出圧力 ：1.4MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

個数 ：１（予備１※１） 

使用箇所 ：屋外 

保管場所 ：第３及び第４保管エリア 

原動機の出力 ：1,193kW 

※１：予備については原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車及び海水

取水用の大型送水ポンプ車の予備と兼用する。 

(2) 放水砲

種類 ：ノンアスピレート 

最高使用圧力 ：1.0MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

個数 ：１（予備１） 

使用箇所 ：屋外 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

(3) 放射性物質吸着材

a.雨水排水路集水桝（No.３排水路）

材料  ：ゼオライト

放射性物質吸着材容量 ：約 2,970kg/箇所

個数 ：一式 

使用箇所 ：雨水排水路集水桝（No.３排水路） 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

b.雨水排水路集水桝（２号炉放水槽南）

材料  ：ゼオライト

放射性物質吸着材容量 ：約 720kg/箇所

個数 ：一式 

使用箇所 ：雨水排水路集水桝（２号炉放水槽南） 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 
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c.雨水排水路集水桝（２号炉廃棄物処理建物南）

材料  ：ゼオライト

放射性物質吸着材容量 ：約 810kg/箇所

個数 ：一式 

使用箇所 ：雨水排水路集水桝（２号炉廃棄物処理建物南） 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

(4) シルトフェンス

a.２号炉放水接合槽

種類 ：フロート式（カーテン付） 

個数 ：２※２（予備２）/箇所 

高さ ：10m 

幅 ：10m（一重）／10m（二重） 

使用箇所 ：２号炉放水接合槽 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

※２：１本の二重構造

b.輪谷湾

種類 ：フロート式（カーテン付） 

個数 ：32※３（予備２）/箇所 

高さ ：７～20m 

幅 ：320m（一重）／320m（二重） 

使用箇所 ：輪谷湾 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

※３：16本の二重構造

(5) 泡消火薬剤容器

種類 ：容器 

容量 ：1,000L 

個数 ：５個（予備１） 

使用箇所 ：屋外 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

(6) 小型船舶

個数 ：１（予備１）※４ 

使用場所 ：屋外 

保管場所 ：第１及び第４保管エリア 

※４：海上モニタリングの小型船舶と兼用する。
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3.12.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.12.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合状況 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

大型送水ポンプ車，放水砲，泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シル

トフェンス及び小型船舶は，屋外の第１，第３及び第４保管エリアに保管

し，屋外に設置することから，想定される重大事故等時における，屋外の

環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，表 3.12-2のとおりの設計とする。また，大型送水ポンプ車の操作は，

大型送水ポンプ車に付属する操作スイッチにより，想定される重大事故等

時において設置場所での操作可能な設計とする。 

 

表 3.12-2  想定する環境条件及び荷重条件（1/2） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件

下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防

水対策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統への影

響 

大型送水ポンプ車，放水砲，放射性物質吸着材，シ

ルトフェンス及び小型船舶は，使用時に海水を通水，

又は，海に設置するため，海水の影響を考慮した設

計とする。 

大型送水ポンプ車は，海水を直接取水する際の異物

の流入防止を考慮した設計とする。 
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表 3.12-2  想定する環境条件及び荷重条件（2/2） 

環境条件等 対応 

地震 大型送水ポンプ車及び放水砲は，適切な地震荷重と

の組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。一方，

泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シルトフェン

ス及び小型船舶は，その形状から地震の影響は受け

づらいと考えられるため対応不要。 

風（台風）・積雪 大型送水ポンプ車及び放水砲は，屋外で想定される

風荷重を考慮して，機器が損傷しないことを評価に

より確認する。一方，泡消火薬剤容器，放射性物質

吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，屋外で想

定される風荷重に対し，固縛等で固定可能な設計と

する。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，積雪荷重を考慮し

ても機器が損傷しないことを評価により確認する。

一方，泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シルト

フェンス及び小型船舶は，積雪の影響を受けづらい

構造であると考えられるため対応不要。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によ

りその機能が損なわれない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に設定し，複数の方向

から放水可能となる設計とし，また，大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消

火薬剤容器は，車両により屋外のアクセスルートを通行して運搬もしくは

移動ができ，設置場所にて輪留めによる固定等ができる設計とする。なお，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮し，操作できる設計とす

る。 

大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器の接続は，特殊な技量を

必要とせず，一般的な工具を用いてホースと接続できる設計とする。なお，

大型送水ポンプ車操作盤の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のア

クセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれ
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の操作対象についてはスイッチにその名称を記載することで識別可能とし，

運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

放射性物質吸着材及びシルトフェンスは，車両により屋外のアクセスル

ートを通行し，運搬ができるとともに，容易に設置できる設計とする。輪

谷湾にシルトフェンスを設置する際には，小型船舶を使用する。 

小型船舶は，車両により屋外のアクセスルートを通行し，運搬が可能で，

使用場所である海上で航行できる設計とする。また，操作スイッチにより

現場での起動・停止が可能な設計とする。 

なお，海洋への放射性物質の拡散抑制を行う場合，防波壁の内側に放射

性物質吸着材を設置する。その後，シルトフェンスの設置が可能な状況（大

津波警報，津波警報が出ていない又は解除された）において，シルトフェ

ンスを設置する。 

 

表 3.12-3 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大型送水ポンプ車 現場設置 

起動・停止 

屋外設置位置 

（取水箇所付近） 

設置場所まで移動 

スイッチ操作 

放水砲 現場設置 

放水方向の変更 

屋外設置位置 手動操作 

泡消火薬剤容器 現場設置 屋外設置位置 人力接続 

ホース ホース接続 屋外設置位置 人力接続 

放射性物質吸着材 現場設置 雨水排水路集水桝 人力及びユニック

にて設置 

シルトフェンス 現場設置 輪谷湾及び２号炉

放水接合槽 

人力及び小型船舶

にて設置 

小型船舶 起動・停止 輪谷湾 スイッチ操作 

添3.12-14

137



 

 

 

 

図
3.
12
-4
 
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
の
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

※
 

 

 
 

図
3.
12
-5
 
海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
（
放
射
性
物
質
吸
着
材
）
の
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

※
 

備
考

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認

送
水
準
備
（
車
両
運
搬
，
水
中
ポ
ン
プ
設
置
）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
起
動
，
放
水
開
始

拡
散
抑
制
開
始

（
要
員
12
名
の
う
ち
５
名
で
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
を
実
施
）

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認 取
水
槽
閉
止
板
開
放

放
水
砲
の
設
置

送
水
準
備
（
ホ
ー
ス
敷
設
）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
起
動
，
放
水
開
始

拡
散
抑
制
開
始

（
要
員
12
名
の
う
ち
５
名
で
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
を
実
施
）

経
過
時
間
（
分
）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
放
水
砲
に
よ
る

大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制

緊
急
時
対
策
要
員

66

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

18
0

21
0

24
0

27
0

30
60

90
12
0

15
0

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
放
水
砲
に
よ
る
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制

４
時
間

3
0
分

手
順
の
項
目

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
に
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認 資

機
材
積
込

設
置
（
雨
水
排
水
路
集
水
桝
（
No
.
３
排
水
路
）
）

移
動
（
現
場
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
）

資
機
材
積
込

設
置
（
雨
水
排
水
路
集
水
桝
（
２
号
炉
放
水
槽
南
）
）

設
置
（
雨
水
排
水
路
集
水
桝
（
２
号
炉
廃
棄
物
処
理
建
物
南
）
）

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
6
0

1
8
0

2
6
0

要
員
(
数
)

放
射
性
物
質
吸
着
材
に
よ
る
海
洋
へ
の

放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制

緊
急
時
対
策
要
員

５

2
0
0

2
2
0

2
4
0

1
4
0

2
8
0

放
射
性
物
質
吸
着
材
に
よ
る
海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制

４
時
間
2
0
分

添3.12-15

138



 

 

 

 
図

3.
12
-6
 
海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
（
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
）
の
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

※
 

 

 
 

図
3.
12

- 7
 
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
時
の
手
順
の
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

※
 

※
：「

実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
重
大
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
に
係
る
審
査
基
準
」

へ
の
適
合
状
況
に
つ
い
て
の

1.
12
.2
.1
，
2 
で
示
す
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
 

手
順

の
項

目

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
に
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認

積
込
・
運
搬

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
の
設
置

運
搬
・
小
型
船
舶
の
準
備

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
の
設
置

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）

シ
ル

ト
フ

ェ
ン

ス
に

よ
る

海
洋

へ
の

放
射

性
物

質
の

拡
散

抑
制

緊
急

時
対

策
要

員
７

要
員

(
数

)

8
0

1
2
0

1
0
0

2
2

経
過

時
間

（
時

間
）

2
0

4
0

6
0

2
0

1
4
0

1
8
0

1
4

1
6

1
8

1
6
0

2
4

備
考

２
号
炉
放
水
接
合
槽
へ
の
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
（
１
重
目
）
の
設
置

３
時
間

輪
谷
湾
へ
の
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
（
１
重
目
）
の
設
置

24
時
間

手
順

の
項

目

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認

送
水
準
備
（
車
両
運
搬
，
水
中
ポ
ン
プ
設
置
）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
起
動
，
放
水
開
始

泡
消
火
開
始

（
要
員
12
名
の
う
ち
５
名
で
泡
消
火
実
施
）

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認

取
水
槽
閉
止
板
開
放

放
水
砲
の
設
置

送
水
準
備
（
ホ
ー
ス
敷
設
）

泡
消
火
薬
剤
の
設
置

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
起
動
，
放
水
開
始

泡
消
火
開
始

（
要
員
12
名
の
う
ち
５
名
で
泡
消
火
実
施
）

26
0

22
0

24
0

備
考

経
過

時
間

（
分

）

10
0

12
0

14
0

32
0

34
0

16
0

18
0

20
0

28
0

30
0

80
60

40
20

緊
急

時
対

策
要

員

6

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

航
空

機
衝

突
に

よ
る

航
空

機
燃

料
火

災
時

の
手

順

6

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
放
水
砲
に
よ
る
泡
消
火
開
始

５
時
間
10
分

添3.12-16

139



 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，

輪谷貯水槽を水源としたテストラインにより，独立して機能・性能の確認

及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とし，外観の確認が可能な設計

とする。運転性能の確認として，大型送水ポンプ車の吐出圧力及び流量の

確認が可能な設計とする。また，大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，車両としての運転状態の確認が可能な設計とする。さ

らに大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，分解又は

取替えが可能な設計とする。 

泡消火薬剤容器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，付属の目盛に

より容量の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

放射性物質吸着材及びシルトフェンスは，発電用原子炉の運転中又は停

止中に，外観の確認が可能な設計とする。 

小型船舶は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，動作及び外観の確認

が可能な設計とする。 

 

表 3.12-4 大型送水ポンプ車の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの有無の

確認 

分解検査 ポンプ部品の表面状態を，

試験及び目視により確認 

又は取替え 

外観検査 設備の外観の確認 

車両検査 大型送水ポンプ車の車両と

しての運転状態の確認 

 

表 3.12-5 放水砲の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの有無の

確認 

外観検査 設備の外観の確認 
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表 3.12-6 泡消火薬剤容器の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観検査 設備の外観の確認 

容量確認 内容量の確認 

 

表 3.12-7 放射性物質吸着材及びシルトフェンスの試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観検査 設備の外観の確認 

 

表 3.12-8 小型船舶の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 動作の確認 

外観検査 設備の外観の確認 

 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，

腐食などがないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射性

物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡

消火）は，想定される重大事故等時において他の系統と切り替えることな

く使用できる設計とする。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 
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(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射性

物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡

消火）は，他の設備から独立して保管及び使用することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。なお，放射性物質吸着材は，透過性を考慮

した設計とすることで，雨水排水路集水桝等からの溢水により他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。また，ゴミのつまり等により閉塞した場

合においても，放射性物質吸着材の吊り上げ等によって流路を確保するこ

とができる設計とする。なお，重大事故等時において必要となる高圧発電

機車，大量送水車等，屋外で使用する重大事故等対処設備は，屋外仕様で

あり，大気中に放出される水滴に対して影響はないが，放水砲は，当該設

備に直接放水しない位置に設置可能な設計とする。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射性

物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡

消火）において操作が必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.12-9に示す。

大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，移動又は運搬すること

で，線源からの離隔により，放射線量が高くなるおそれの少ない場所に設

置及び操作可能な設計とする。放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小

型船舶を設置する際は，放射線量を確認して，適切な放射線対策に基づき

作業安全を確保した上で作業を実施する。 

なお，屋外にホースを設置する場合は，放射線量を確認して，適切な放

射線対策に基づき作業安全を確保した上で作業を実施する。 
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表 3.12-9 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大型送水ポンプ車 屋外設置位置 

（取水箇所付近） 

屋外設置位置 

（取水箇所付近） 

放水砲 屋外設置位置 屋外設置位置 

泡消火薬剤容器 屋外設置位置 屋外設置位置 

ホース 屋外設置位置 屋外設置位置 

放射性物質吸着材 集水桝（排水路） 集水桝（排水路） 

シルトフェンス 輪谷湾及び 

２号炉放水接合槽 

輪谷湾及び 

２号炉放水接合槽 

小型船舶 輪谷湾 輪谷湾 

 

3.12.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3への適合状況 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，放射性物質の大気への拡散を抑制する

ため，又は，航空機燃料火災に対応するため，放水砲による直状放射によ

り原子炉建物の最高点である屋上に放水又は噴霧放射により広範囲におい

て放水できる設計とする。また，移動等が可能な設計とし，保有数は１セ

ット１台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として１台の合計２台を保管する。 

放射性物質吸着材は，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，雨水

排水路集水桝３箇所に設置する。なお，保有量については，各設置場所の

大きさ及び放水による汚染水が排水可能となる放射性物質吸着材が設置可

能な容量とする。 

シルトフェンスは，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，設置場

所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は各設置場所の幅に応

じて，必要な本数を２組に加えて，破れ等の破損時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として各設置場所に対して予備２本を保管する。 

泡消火薬剤容器は，航空機燃料火災に対応するため，大型送水ポンプ車

に接続することで泡消火できるものを１セット５個に加えて，泡消火薬剤

容器の破損時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個

を保管する。 

小型船舶は，シルトフェンスを設置するために必要な容量として，保有
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数は１台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として１台の合計２台を保管する。 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ)要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接

続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き，かつ，二つ以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものである

こと。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射性

物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡

消火）は，常設設備と接続しない設計とする。 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互い

に異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射性

物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡

消火）は，常設設備と接続しない設計とする。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射性

物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡

消火）は，想定される重大事故等が発生した場合においても，設置が可能

な設計とする。なお，大型送水ポンプ車，放水砲，泡消火薬剤容器，放射

性物質吸着材及びシルトフェンスの設置は，原子炉格納容器の破損又は燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷に至る前に着手することとしているこ

と，また，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物から離隔がとれて

いる輪谷湾等に設置することとしていることから，想定される重大事故等

が発生した場合における放射線を考慮しても作業への影響は軽微であると

想定しているが，仮に線量が高い場合は，移動又は運搬することで線源か

ら離隔をとること，放射線量を測定し線量が低い位置に配置すること，若

しくは放射線量に応じて適切な放射線対策に基づき作業安全を確保した上

で作業を実施することによって，設置及び接続可能な設計とする。また，

大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，特殊な技量を必要とせ

ず，一般的に使用される工具を用いて，確実に速やかにホースと接続が可

能である。 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ)要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射性

物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡

消火）は，原子炉建物から離れた第１，第３及び第４保管エリアに保管で

きる設計とする。 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射性

物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡

消火）は，第１，第３及び第４保管エリアに保管しており，想定される重

大事故等が発生した場合においても，設備の運搬，移動に支障をきたすこ

とのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』

参照） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ)要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（大気への放射性

物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡

消火）は，可搬型重大事故緩和設備であるが，原子炉建物から離れた第１，

第３及び第４保管エリアに保管できる設計とする。 
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3.12.3 その他設備 

3.12.3.1 原子炉建物放水設備を使用する際の監視設備 

3.12.3.1.1 設備概要 

3.12.1(4)に示した設備は，大気への放射性物質の拡散を抑制するため，原子

炉建物放水設備により原子炉建物に向けて放水する際に，原子炉建物から漏え

いする放射性物質又は放射性物質とともに放出される水蒸気等の熱源を監視す

る。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

3.12.3.2 航空機燃料火災に対する初期消火設備（初期対応における延焼防止処

置） 

3.12.3.2.1 設備概要 

3.12.1(5)に示した設備は，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災が発生した場合に，初期対応における延焼防止処置を実施する。なお，

本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

本系統は，使用可能な淡水源がある場合は，消火栓（ろ過水タンク，補助消

火水槽），ろ過水タンク，補助消火水槽，純水タンクを水源とし，使用可能な

淡水源がない場合は，海を水源とする。 

小型放水砲を使用する場合は，泡消火薬剤容器を接続するとともに，化学消防

自動車にて水源より取水し，小型放水砲に送水する。 

化学消防自動車を使用する場合は，泡消火薬剤容器を接続し，化学消防自動車

にて水源から取水し，泡消火を実施する。 

なお，火災発生場所と使用する水源の場所が遠い場合，水源近傍に小型動力ポ

ンプ付水槽車を，水源と火災発生場所の中間位置付近に化学消防自動車を設置し，

水利を確保する。 
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